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令和６年度予算審査特別委員会（第２回） 
 

令和６年３月７日（木曜日）午後１時５３分   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第 ４号 令和６年度七飯町一般会計予算 

 議案第 ５号 令和６年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第 ６号 令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 ７号 令和６年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第 ８号 令和６年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第 ９号 令和６年度七飯町下水道事業会計予算 

  １．審査日程について 

２．令和６年度予算の提出要求資料について 

３．令和６年度予算の追加資料について 

４．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長   川 上 弘 一      副委員長   澤 出 明 宏 

   委  員   神 﨑 和 枝      委  員   江 口 勝 幸 

   委  員   佐々木 陵 二      委  員   田 村 敏 郎 

   委  員   稲 垣 明 美      委  員   中 川 友 規 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   池 田 誠 悦      委  員   川 村 主 税 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   委  員   青 山 金 助  

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（７名） 

   議 会 事 務 局 長  広 部 美 幸     会 計 課 長  関 口 順 子 

   総 務 課 長  中 村 雄 司     財 政 課 長  青 山 栄久雄 

   情 報 防 災 課 長  庭 田 昌 輝     政 策 推 進 課 長  花 巻   亘 

   税 務 課 長  佐 藤 恵美子 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  広 部 美 幸     書 記  山 本 翔 大 

   書 記  伊 東 宏 樹 
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午後１時５３分 開議 

○川上委員長 それでは、ただいまから第２回

予算審査特別委員会を開催いたしたいと思いま

す。最初に、協議事項の１でございます。審査

日程につきまして議題といたします。審査日程

につきまして事務局よりご説明をお願いいたし

ます。 

○広部事務局長 おれでは、令和６年度予算審

査特別委員会の審査日程につきましては、配付

いたしました予定表で行いたいと思います。各

課の聞き取りを３月８日、１１日、１２日の３

日間で行い、各課からの聞き取りが終了しまし

たら、討論採決を行った後に、委員会報告書に

記載する事項の確認を行いたいと考えておりま

す。 

町長総括質疑を行う場合は、予備日を考えて

おります。３月２１日木曜日に報告書のまとめ

を行いまして、３月２２日の本会議で委員長が

報告いたします。審査については以上でござい

ます。 

○川上委員長 ただいま事務局より説明がござ

いました、審査日程表の案の日程で行っていき

たいと思いますが皆さんよろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 異議なしということで今事務局

が発表した審査日程で進めていきたいと思いま

す。 

次に協議事項の２番、令和６年度予算案の提

出要求資料について事務局長よりご説明をお願

いいたします。 

○広部事務局長 それでは、予算に関する提出

資料についてご説明いたします。各委員には事

前にＡ３サイズの共通様式を配布しておりま

す。 

配布資料は、各課において事業予算別に作成

しております。予算書ページ、本年度予算額と

前年度予算額の増減、事業目的と主な増減の内

容を記載しております。以上でございます。 

○川上委員長 ただいま事務局の方からご説明

ございました件につきまして何か皆さんの方か

らご質問等ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 質問なしということで進めてま

いります。次に協議事項の３、追加資料につい

てでございますが、何かございますでしょう

か。挙手でお願いいたします。 

 川村委員。 

○川村委員 予算書の方で確認してたものです

から、そっちの方で。予算書の方の一般の１０

７ページのですね、農林水産業費、町営牧場運

営費の中の原材料費の中に含まれるのかわかん

ないんですけれど、肥料の関係なんですけど

も。ここ１、２年３年ぐらいなのか、肥料が高

騰してるっていう状況だと思うんですけども、

その辺の令和６年令和５年、令和４年。あと、

参考までにですね、どの時点から肥料の値段が

上がったのか、それをちょっと知りたいもので

すから。それが５年遡るのか１０年遡るのか

ちょっとわかんないんですけどそこのポイント

だけちょっと、例えば、最低限令和６年５年、

４年、５年前がいいのか１０年前の方がいいの

か、どっかのポイントの部分だけのですね、

ちょっとなんていうか何年にこのぐらいの単価

でっていうのが、なんか比較できるような資料

をちょっと欲しいんですけども、まず１点。 

○川上委員長 そこのとこですね、一番最初の

年度はっきり言っていただいた方がいいんです

けど、平成何年とか。 

○川村委員 とりあえずしたら過去１０年で。

ちょっとその上がり始めのポイントがわかんな

いんで、ちょっとそこがわかるポイントがその

過去５年なのか、過去１０年なのかちょっとわ

かんないんで。もし過去５年でその推移が

わかるんであれば過去５年でいいです。 

○川上委員長 あと他に。 

○川村委員 あとですね、一般の１１３ページ

観光費のですね、観光イベント開催補助金で 8

８３０万計上なってるんですけども。この中に

多分、新規事業も入ってるかと思うんですけれ

ども、内訳ですね。こういう事業にいくらこう

いう事業にいくらと、あと新規事業については

ちょっと何をやるのか、中身がわかるような資

料をちょっと欲しいです。 
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とりあえずその２点だけ。 

○川上委員長 今、川村委員の方からございま

したのは、予算書の一般の１０７ページ農林水

産費の肥料の推移ということで、令和６年今で

すからね、令和５年からさかのぼって、１０年

になるか５年になるかっていうことなんですけ

ども、価格の推移がわかる時点までさかのぼっ

てということでよろしいですね。 

 ２点目は予算書の一般の１１３ページ、観光

についてですけどイベントの 830 万ですか。

これの事業別の事業費、あるいは新規事業が出

てきたのであればその内容と事業費ということ

で、よろしいですか。 

他にございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 まず一点ですけれども、今回です

ね、図書館、スポーツセンターなどの事業の前

にですね、五つの大きな事業を組んでいくとい

うことが出されてきました。それで、これを実

施した場合に、七飯町の令和５年度の債務が１

２０億を超えるという状況でありましたけど、

この事業をやっていった段階で、どのような財

政が推計されるのか。そういった今後の財政推

計の資料をですね、出していただきたいなと。 

 特にこの五つの事業を２年とか３年とかって

いう範囲でやってしまってですね、そしてその

後に、スポーツセンター、図書館というような

ことが言われておりますけれども、そういう事

業を次々やる状況が今の、財政の状況の中でや

れるかどうかっていうね、その財政推計の根拠

示していただくそういう資料を出していただき

たいなということです。 

 それからもう一つですけれども、今回中学校

の長寿命化工事ということで取り組むというこ

とになっておりますけれども、これ各七飯中学

校、大中山中学校、築何年たってですね、そし

てそれを今後、あと何年長寿命化ということで

活用していくということを考えておられるの

か。その見通しと、それから今少子化がどんど

ん進んでおりますよね。そういう状況の中で、

あと５年１０年経つと、子供の数がどんどん

減って、小中学校のですね、児童生徒の数もど

んどん減っていくという状況の中で、どういう

推定といいますか、どういう状況になっていく

のかということも含めた、考えを示すような資

料を出していただきたいなと。 

 私の方で見た範囲ではですね、今後３０年の

間には２３％子供の数が減っていくと。４０年

後には３０％減るということで、どんどん子供

の数が減って小中学校の教室も空いていくよう

な状況が生まれるんではないかというふうに考

えられるわけですけれども。そういう状況の中

で長寿命化というのは本当にどうなのかという

ことで意見というか、考えを示していただくよ

うな資料をいただきたい。 

○川上委員長 町が掲げている今後取り組むべ

き五つの事業っていうのが、スポーツセン

ター、図書室含めてございますけれども。これ

今後何年でやっていくかわかんないけれども町

の計画に合わせた財政の推計ですか。今後何年

ぐらいあればいいんですか。５年とか１０年と

か、何年ぐらいで。町の方で計画は持ってると

思うんですよね、色々事業の。だからそれ途中

で年度で入ってきた場合に、令和６年度から何

年ぐらいまでの七飯町の財政推計みたいなの。 

○上野委員 基本的にこの五つの事業の基本の

ところは第５次総合計画の範囲で基本収めると

いう事業計画ですよ。ということは、令和７年

までの間に基本、進めていくという事業ですけ

れども、これがですね、６７億を超えるよう

な、大きな事業であるということで言えば、今

１２０億を超える債務がある中で、こういう事

業を一気に短期間で実施するというような動き

になっておりますよね。 

そのあと第６次というのは、令和８年度以降

ですけれどもその後にスポーツセンター、図書

館、それから温水プールというようなことが考

えられるというその事業計画が進んでいるわけ

ですけれども、町の、財政推計といいますか、

そういう事業を次々やって、町の債務がどうい

う状況になっていくのか。ということも含め

て、財政推計の見通しを示していただきたいと

いうことですので、ここ１０年くらいの範囲の

町の財政状況がどうなっていくのか、起債とい
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いますか、それを含めて債務がどのような状況

になっていくのかという数字をきちっと出して

いただければということです。 

○川上委員長 一応理事者側に伝えますけど

も、もし何て言いますか、そのかみ合わない部

分が出てきた場合には、上野議員もう一回説明

方よろしくお願いしたいと思います。それと中

学校の長寿命化、各学校何年にたてられて、長

寿命化事業を実施した場合に、今後何年活用す

る予定だったのかということと少子化に対し

て、空き教室とかができる出る可能性があるの

で、そういうものも含んで、利用状況みたいの

が、なんて言いますかねそういう資料があれば

ということですか。 

その辺ちょっと難しいと思うんですよね。資

料的に提出っていうことになるとやっぱり予算

審査の中で聞けることは聞いていただきたいと

思うんですけども。よろしいですかそれで。 

資料と言っても今言えるところは多分、中学

校の長寿命化の工事をやって、あと何年活用す

るつもりなのかと。 

それと、その後中学校大中山と七飯中学校が

建った時期はいつなのかっていう、すぐ口頭で

喋れますから。空き家がどうのこうのって言え

ば、そんなのちょっとできないというのは、少

子化対策に関係して、予算審査のときにちょっ

と質問して。 

大体二つの学校とも築４０年ぐらい経って

て、８０年まで伸ばして後４０年もたせるのに

長寿命化の事業を進めていくということは理事

者も言ってたんですけどね、理事者側も。よろ

しいですか。はい。お願いします。 

他にはい、稲垣委員。 

○稲垣委員  

 

 

 

暫時休憩します。 

午前１０時０４分 休憩 

────────────── 

午前１０時０４分 再開 

○川上委員長 再開いたします。 

 次に、総務課の審査を行います。 

 総務課長、御苦労さまでございます。 

 早速でございますが、予算書及び提出資料に

基づきまして、説明をお願いいたします。 

 総務課長。 

○中村総務課長 おはようございます 

 それでは、総務課分につきまして、御説明を

させていただきたいと思います。 

 予算特別委員会資料要求共通様式ナンバー１

でございます。 

 最初、ナンバー１は総務行政費でございま

す。本年度予算額、前年度予算額、増減につき

ましては、以下記載のとおりということで説明

を割愛させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 ナンバー１の旅費で、議員研修視察同行職員

旅費を２名分を削減しております。また、需用

費では、令和６年度地域人権啓発活動事業啓発

物品等の消耗品が受託事業として実施できるこ

とから、歳入で５７万７,０００円、歳出で５

７万９,０００円ほど増額となっております。

そのほかは従前と大きな変更はなく、記載のと

おりでございます。 

 次にナンバー２、平和事業費です。こちらは

例年と大きな変更はなく、記載のとおりでござ

います。平和大使の派遣先は、長崎市へ２泊３

日の日程で中学生６名を予定しているところで

ございます。 

 次に、ナンバー３、表彰事業です。こちらは

例年と大きな変更はなく、記載のとおりでござ

います。 

 次に、ナンバー４は人事行政費です。こちら

は委託料で、人事給与システム改修業務委託料

を５７万２,０００円増額となっております

が、会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に係

るシステム改修費用でございます。そのほかは

例年と大きな変更はなく、記載のとおりでござ

います。 

 次にナンバー５、町長公用車管理費でござい

ます。こちらは令和６年度は車検費用を計上し

ておりますが、例年と大きな変更はなく、記載

のとおりでございます。 
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 次に、ナンバー６は庁舎管理費です。需用費

でで前年比５７９万３,０００円の増額でござ

いますが、光熱費としまして重油、電気料、水

道料を合わせまして９８万１,０００円増額と

なってございます。 

 庁舎修繕料としまして会議室のエアコン修理

など２００万円の増額、そのほか高圧受電設備

であるキュービクルの老朽化に伴いまして、部

品交換の修繕が必要となり、順次部品の交換修

繕を進めていくための費用が増額となっており

ます。電気設備であるキュービクル内の機器の

修繕２９９万２,０００円の増額でございま

す。 

 あと、役場庁舎でポータブルクーラーの購入

を２０台予定しておりますが、そのうち１６台

分を庁舎管理、こちらの予算の中で購入をし、

４台分につきましては福祉課の補助等もござい

まして、その中で対応していただく予定となっ

てございます。 

 続いて、ナンバー７、選挙管理委員会費でご

ざいます。こちらは例年と大きな変更はなく、

記載のとおりでございます。 

 ナンバー８は特別職給与費でございます。町

長の給料１か月分を一部減額しているほかは大

きな変更はなく、記載のとおりでございます。 

 ナンバー９は一般職等給与費でございます。

職員数の増としまして、正職員１名、再任用職

員２名が増に伴う給料及び職員手当等の増額の

一方、共済費のうち退職手当組合金の負担率が

定年延長制度の導入に伴いまして大幅に変更と

なりまして、６,５３３万４,０００円減額の予

算となっております。そのほかは従前と大きな

変更はなく、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー１０は会計年度任用職員給与

費です。報酬は、パートタイム月給者４名分の

減額分で２０１万６,０００円の減額。給料

は、フルタイム月給者１名分の減額で３９６万

３,０００円の減額。職員手当等は、フルタイ

ム月給者１名分の手当が減額で１１１万９,０

００円減額となります。あと、勤勉手当分が増

えることによりまして、１,８６９万９,０００

円の増額となっております。そのほかは従前と

大きな変更はなく、記載のとおりでございま

す。 

 次にナンバー１１、職員等諸費です。共済費

としまして、非常勤職員公務災害補償負担金の

対象人数を見直し減額しております。委託料と

して、職員健康診断委託料を実績により精査し

減額となってございます。負担金、補助金及び

交付金として、北海道から派遣をいただいてい

る職員がおりまして、帰任されることから負担

金が減額となります。また、職員総合健診利用

助成金も実績により精査し減額しております。

そのほかは従前と大きな変更はなく、記載のと

おりでございます。 

 次に、ナンバー１２は職員研修費です。従前

と大きな変更はなく、記載のとおりでございま

す。 

 私からの説明は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○川上委員長 総務課長、ありがとうございま

した。 

 それでは、これより質疑を行います。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー１の総務行政費予算の中

の需用費が５４万６,０００円の増で、先ほど

説明をいただきました。受託事業に変更になっ

たということで、活動的にはどのようなお仕事

というか、こちらのほうでやるというような形

になるのか、そのあたりちょっと教えていただ

きたいと思います。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 地域人権活動費でございます

が、例年、町内の小学校のほうに行きまして、

人権の花運動というのを実施してございます。

こちらは例年、町の単独費で実施しておりまし

たが、令和６年度につきましては、財源を頂い

た中で、大分大きな学校にも対応できるという

ことで、小学校２校、大中山小学校と七重小学

校で、令和６年は人権の花運動を実施したいと

いうふうに考えております。お花をプランター

に植えて、学校で並べてというようなことを児

童にやっていただいて、人権啓発を進めていく

といった内容で、その人権の花運動と、そのほ
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か啓発物品として、トートバッグですとかマイ

クロクロスだとかクリアファイルなどの購入を

して、啓発活動を進めていきたいというふうに

思っておりましたので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー６の庁舎の維持管理のた

めのことです。私、さんざん一般質問していま

すので、大体想像つくと思うのですけれども。 

 まず、庁舎の修繕料が４１０万円と、２００

万円増えていますね。これは、エアコンを取り

替える。エアコン取り替えるとは、これは今ま

でエアコンあったのですか、下に。まず、そこ

らの説明をもう一回お願いしたいのと、温水ポ

ンプとありますけれども、これのこともちょっ

と説明をお願いしたい。 

 それから、その下になりますけれども、庁舎

の電気設備の修繕料と、キュービクルの交換と

いうことですけれども、備品購入でポータブル

のスポットクーラーというものをトータルで２

０台ですか、何か予算はちょっと分けるみたい

ですけれども、これが全て稼働したときに電気

落ちないのかどうかというのは、多分きちんと

調査をしていると思うのですけれども、そうす

ると、受電契約を少し変更しなければ駄目かも

しれないのですけれども、その辺のチェックが

できているのかどうかと、いつも私一般質問し

てましたけれども、例えば床暖が入っていたは

ずですよね、役場の暖房の中には。それが多分

機能していないと思うのですけれども、そう

いったことは、その修繕項目から外れている。 

 それから、今、しきりにＺＥＢのことを言っ

てましたけれども、そういった計画の予算も取

られてないと。やるやらない別にして、調査だ

とかそういうことはやらないと、今なのですよ

ね、まさにやらないと駄目な時期が。例えば、

このサッシを高断熱のサッシに取り替えるだと

か、そういうことをやらないと、もう終わって

しまうかもしれない、極端なことを言えば。そ

の辺のお考えをちょっとお聞きしたいなと思っ

ています。お願いします。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 順次、お答えさせていただき

たいと思います。 

 まず、修繕の中で、エアコンの修繕というこ

とでございますが、現在、幾つかの部屋、小さ

い部屋でございますけれども、会議室等にもエ

アコン設置されている中で、実際に２階の２０

２の会議室のエアコンが壊れてございます。天

井につけているもののエアコンですが、その２

０２の会議室に二つエアコンついてございます

が、そちらのほうを修理するといった内容でご

ざいます。 

 続いて、修繕の中での暖房関係の温水ポンプ

でございますが、温水ポンプの中のボイラー

の、まず暖房関係の話で申し上げますと、バル

ブ関係を幾つか六つ程度の交換。そして、ボイ

ラー自体のオイルポンプの修繕。そして、ポン

プの修理という表現になっておりますが、こち

らはラインポンプの修理ということで、メカニ

カルシールの消耗品的な部分も含めて、トータ

ル７５万円くらいの修繕というような内容に

なってございます。 

 続いて、キュービクルの４６７万５,０００

円の修繕の関係でございますけれども、昨年

も、このキュービクルの修繕、令和５年度も実

施してございまして、今回、このキュービクル

の修繕内容というのは、高圧から低圧に変圧す

る機械が二つございまして、その交換が大きな

内容となってございます。そのため、計画的に

実施しているということで、まだ実はほかにも

ケーブルの交換だとかというのも今後予定して

おりますので、それも含めて今後予算を確保で

きるタイミングに、また修繕をあわせて行って

いきたいといったところで考えております。 

 続いて、そもそもの役場庁舎のＺＥＢの関係

の進捗状況というようなお話でございますけれ

ども、できるだけ早く検討ということでござい

ます。総務経済常任委員会の中でも視察をさせ

ていただいた中で、そのＺＥＢの有効性みたい

なものを感じ取ってきたところでございます。 

 視察に行った後に、やはり視察先の実際行っ

た業者さんのほうにメール等やり取りをして、
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オンラインなどの打合せもさせていただきまし

た。その際、役場庁舎自体を見てもらわないと

何とも難しいですよというような話もあったも

のですから、１２月にオンラインの一応会議を

して、その後役場のほうに来ていただいて、実

際施設を見てもらったというような経緯はある

のですが、まだＺＥＢまでできるかどうかとい

うのが、まだ今状況を調査をしているといった

ところなものですから、なかなか今情報を説明

できるような状況にはないということで、御理

解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 続いて、ポータブルクーラーの関係でござい

ます。受電設備との関係の中で十分な電力量を

確保されているのかということでございますけ

れども、このポータブルクーラーが同時に全て

回せるというのを実はあまり想定はしていな

かったのです。実際小さい設備なものですか

ら、会議室の中で大きく使われるのかなという

ふうに思っておりまして、空き室、実際使って

いる時間などもあるものですから、そこまでの

分析はしていなかったというところで、もしそ

れが足りないようであれば、契約なども必要で

しょうし、そういった対応をしていきたいと

思ってございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 一緒に視察に行かれて、お互いに

勉強はしてきたはずなのですけれども、ある程

度の予算化、補正組むという考え方もあるかも

しれませんけれども、例えばもう５００万円だ

とかそういう調査費をきちんとつくっておいて

やらないと、今もおっしゃってましたけれど

も、スポットクーラーは、例えば冷却の部分が

１００ではないのですよ。そのコンプレッサー

が動く熱も出ますから、実際にその冷えている

ところの裏は熱くなるのですよね。だからそう

いうものがもう１０台、２０台もし回るとなる

と、何やっているのか分からないような状態に

なるのですよ。だから、一番いいのは、例えば

もう天井からどんどん上に熱を逃がすための、

例えばそこに明かり取りがあるのですよね、そ

の窓の下のところに幾つか。これは１階のロ

ビーから筒抜けになってますから、例えばそれ

を開けると相当排熱ができるのですよ。だから

そういうところにファンを置いておくだけで、

排気はかなり効率よく、１、２階は冷やすこと

ができるのでのよ。何かやっぱりそういう調査

費きちんと盛り込んでやらなかったら、何か一

部ですけれども、去年の夏よりも暑くなるとい

う、そういう気象データを出しているところも

ありますから。ちょっとこれ、今もう３月で予

算取らないと間に合わないと思うのですけれど

もね。ちょっとその辺はもう少ししっかりした

ほうがいいと思うのですが、お考えはどうです

か。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 今の夏に向けての排気の考え

方でございます。委員おっしゃるとおり、排気

ができるのではないかということで、私どもも

そこの部分を調査をしました。現実的にはその

排気の部分の機能というのは、今実際密閉され

ていまして、そこの部分を排気するためには工

事費用等が必要になります。排気をして、それ

を操作するための実際のワイヤーといいます

か、それが１階までつながっていて、建物内部

を通っているというのがあったので、その部分

の費用を計算したときに大分かかるという話が

ありました。とはいえ、その排気をするために

手動でもできるかもしれませんので、そういっ

た部分、今後の課題としてできるかどうか、そ

ういった部分、もしできるようであれば、庁舎

の少額修繕などでもできる可能性もございます

ので、夏に向けた準備を今後考えていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 今の分かります。私、副町長とか

に言ったのですよ、そのスカイライトを開けて

やれば一番手っ取り早いと。ファンつけたり何

だりするとなれば、今のような御説明になるの

でしょうけれども、人が行ってかぱっと開ける

だけでも、とにかく暑い部分は抜けていくの

で、極端なこと言えば、そういうふうに開けや

すいようにちょっと改装しておくだけでもいい
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と思うのですよ。詳細、もう少し検討をなさっ

たほうがいいと思いますけれども。 

 確認ですが、キュービクルを取り替えて、万

が一このキュービクルの容量が足りないという

ことにはならないでしょうね。そこを心配して

いるのですよ。去年も直した、今年も直す。そ

れでまた何か夏の暑いときにパンクしたとか、

極端なこと言うと、キュービクルは熱持って火

出ることあるのですから、いつも誰かそばにい

れば、すぐ何か対応できるのでしょうけれど

も、どこかで燃えていて大変なことになったと

なったら困りますので、そこら辺だけはしっか

り確認をお願いしたいと思います。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 キュービクルの関係でござい

ますけれども、やはり役場の設備として、やは

り最も重要な設備でございますので、その部分

の管理等についてはしっかりしていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー１２の職員研修費の実施

というところで、これは過去ずっと同じような

研修で、ここに載っているような内容なのか、

今回は違う一歩踏み込んでいるものなのかとい

うところをお聞きしたいのですけれども。何で

聞くかというと、第６次行財政改革大綱の中

に、人材育成と活用というところで、職員の能

力開発で各種研修活動だとかということでう

たってますので、その辺の整合性がきちんと取

れているのかどうかをお聞きしたいと思いま

す。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 職員研修の関係についてお答

えさせていただきたいと思います。 

 こちらの、まず科目について、特段何か斬新

的に何か変わったというような考え方は実はな

いのですけれども、今まで課題と思っていた内

容といたしましては、職員の窓口の対応、電話

対応など接遇の部分についてはまだまだ不十分

というような課題もございまして、そういった

接遇の機会を、新たに講師を来ていただいて勉

強していただくというようなことを今考えてご

ざいます。 

 このほか、中川委員がおっしゃいました行革

の中で人材育成の部分での関連で申し上げます

と、職員の人材育成という部分で申し上げる

と、こちらの科目ではまた別途違うのですけれ

ども、令和６年のときに、北海道との相互交流

を久々に再開したいというふうに思ってござい

ます。北海道のほうに１名行って、そして北海

道から１名を来ていただくというような派遣機

会を復活をさせていきたいと思ってございまし

て、想定しているのは、北海道庁ではなくて渡

島総合振興局を今想定しているのですが、相手

のある話でございますので、今後決定されまし

たら、そういった方向で進めていきたいと思っ

てございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 職員の、今電話対応だとかいろい

ろな、はっきり言って初歩的な研修というの

は、それはそれで初歩的なものですよね。そう

いうのもやってもいいですけれども、ただ、行

財政改革のほうに書かれているものはそれとは

全く別ですよね、実際。初歩的な事務のやり方

の研修とかというのは、それは当たり前の話で

やっていることなので。ここに書かれている研

修というのは、振興局とはっきり言って人事交

流ではないですけれども、来てもらって、こっ

ちからも行って、確かにそれも勉強になります

けれども、でもここに書かれているのは意味合

いが違うと思うのですよね。課題の発見力や課

題の解決力など職務能力の向上とか、自発的に

行動する意識改革、これ振興局行ってそうなり

ますか。振興局のやり方だとかそういうのは学

べると思いますけれども。そういう意味で、こ

の第６次の行財政改革はそういう意味の研修と

いうことなのですか。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 行財政改革大綱に基づく研修

の部分とここの部分の研修では、ちょっと話が

違うのかもしれませんが、職員のあるべき姿と
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しては、やはり町民の声をどれだけ聞いてそれ

を行政に反映させられるかというのが基本だと

思ってございます。そういった部分が、まず机

上だけでの職員資質だけではないというような

部分が課題というふうにも思ってございまし

て、一つの例として北海道との相互交流の例を

示させていただきましたけれども、実際には町

長から職員の派遣、職員の視察、研修の部分で

……（発言する者あり） 

○川上委員長 暫時休憩します。 

午前１０時２８分 休憩 

────────────── 

午前１０時２８分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 総務課長。 

○中村総務課長 その職員の研修の在り方とし

て、町民の声を聞きながら生かすということが

重要ということで、例えば、三木町に例えば物

販に行かれるとかというときにも、もともと商

工観光課の方々が行っているというような部分

もございましたが、そういった部分は、行って

例えば物販をするだとかそういった地域の人方

とも触れ合うだとか、よそのところのものを研

鑽するという意味では、やはり職員研修の位置

づけとして、やっていくべきだというような話

もいただいておりまして、そういった部分も考

えていきたいというふうに思ってございますの

で、地域に根差した活動を職員がそれぞれ考え

ていけるような職員資質ということを目指して

いければなというふうに思っております。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 何かちょっとよく分からないので

すけれども、町民の声を聞いて職員が動くとい

うのは当たり前の話であって、この第６次の行

財政改革の中で職員の能力開発というのを正式

にうたって、各種研修活動の実施とか、こう

やって書いていますけれども、この第６次のも

のに書いている研修、職員の能力を開発すると

いうものはその程度なのですか。町民の声を聞

いて職務をやってくださいという、それは当た

り前の話で研修でも何でもなくて、過去も同じ

ような研修というか、今回出してきているもの

とずっと変わらずという感じで来ているのです

か。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 過去と同じかといいますと、

そうではなくて、ここ何年かで実はコロナの関

係もあって、オンラインの研修だとかというの

も充実しておりました。昨年度あたりからやっ

と対面の研修に戻ったというような今状況で、

通常の研修がしばらくできていなかったという

ようなところでございます。まずは通常期に戻

すというようなのが今命題として思っておりま

す。 

 あと、今回の研修の中でそれほど大きくは変

わってはないのかもしれませんが、広域的な部

分での函館市で研修機会などがあって、定住自

立圏に基づいた広域行政の関係する研修だと

か、そういったものも充実していきたいという

ことで、最後負担金でございますけれども、若

干増額をしているといった内容でございます。 

 委員おっしゃる内容で、行革の命題とここの

部分のそごがあるのではないかというようなお

話かと思います。そういった部分、引き続き、

研修機会、また職員をどう育てていくかといっ

た部分を命題として今後考えていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 今後考えていくのはいいのですけ

れども、そもそも研修は、職員の能力開発と

か、ここに書いている課題の発見、課題の解決

力を高めるとか、そういう意識改革を図ります

というような内容のものであれば、やっぱり振

興局に行かせるとかではなくて、課題の発見力

をつける研修会とかそういうものを開いたり、

もしくは開いているところに行ったり、そうい

う講師を呼んで、職員のみならず、例えば地域

の人も一緒に講演会だとかで勉強会やってもい

いだろうし、そういうスキルをアップするとい

うような研修がないと思うのですよ、これまで

も。だから、それがここの予算でないですよと

いうのであれば、違うところの違う科に入って
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ますよというのでもいいのですけれども、町の

この新年度予算の中で、職員の能力開発するた

めの、スキルアップするための研修というよう

なことを、この６次のものに書いているのです

けれども、新年度予算の中のどこにそれが入っ

ているのか、逆に教えていただければ。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 先ほどの答弁の中で、答弁と

いいますか、説明の中で不十分な点がありまし

た。こちらの研修の中では、委員が想定、イ

メージされています一般的な研修、初級、中級

だとかというのもあるのですが、それ以外にも

専門分野での研修というのが当然ありまして、

課題解決ですだとか、指導能力ですだとか、折

衝交渉力の強化ですだとか、あとコミュニケー

ションの能力の向上、あとプレゼンテーション

の向上等々、専門の課題解決に向けた研修とい

うのを実施をしてございます。こちらは札幌市

のほうで行われているのですが、そちらのほう

に毎年、例えば係長になったタイミングですと

かそういった機会で、職員研修計画を毎年春先

に定めまして実施してございますので、職員の

能力開発といった点で言いますと、引き続き、

札幌で行われます研修のほうに参加をしまし

て、強化していきたいというふうに思っており

ますので、御理解のほどよろしくお願いしま

す。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 それは何回行われて、何名参加し

ているのですか。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 大変申し訳ないです。例年の

状況で言いますと、令和４年度の決算ベースで

申し上げますと、札幌市のほうには１９名ほ

ど、１９回ほど実施して参加しているといった

ところです。以上です。 

 １９人、一つのもの２人行っているのがある

ので１８ですね、１８回。１８回の講習会に対

して１９人が参加しています。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 １８回行われているものに１９人

の方が１８回参加したということですか。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 研修会のタイトルが１８種類

ある中で、１９名が参加したと。一つの、例え

ば土地評価の事務研修会があれば、それに１人

行っています。広報の向上技術の研修会、広報

関係の技術を研修するというのは１人というよ

うなもので、途中で言いますと、指導能力を高

める係長の研修というのがあるのですが、それ

に２人参加をしているといった内容で、１のず

れがあると言ったところです。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 １８回ということではなくて、１

９名の方がそれぞれ１回参加しているというこ

とですよね。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 説明不足で申し訳ないです。 

 １９名の方が１回それぞれ参加していると

いったところです。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 １回参加しているだけでもまだい

いのですけれども、やらないよりはいいですけ

れども、１９名の方が１回、札幌の研修を受け

てきたというだけで、町としては十分だとお考

えですか。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 予算の範囲の中での１９人と

いうことで実施してございますが、もっと一度

にできるだけ多くの人数ということでの講習と

いうものを考えた中での職員研修講師謝礼とい

うことで、今回１０万円部分、謝礼を計上して

ございまして、講師に来ていただいて広く研修

を受けたいといった内容でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 何というのだろう、予算も確かに

かかりますけれども、遠方とか行くのであれば

かかりますけれども、そもそもこの予算、職員

の能力を上げる予算、ここに、ある意味投資で

すよね。投資的な職員のレベルを上げると。そ

うなると、その職員さんは、地方行政というか

町の役場の職務に対してはどんどん動ける人に
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なっていくわけですから、やっぱりそこは少し

お金をかけてでも育てるべきであって、民間の

会社であればどこもやってることだと思うので

すよ。もしくは、先日も商工会さんかどこか、

ちょっと主催忘れましたけれども、ＤＸの関係

だとか、町の絡みなのかな、やりましたよね、

研修会とか。そのほかにも結構いろいろな研修

会が函館近郊でもあるのですよね、七飯に限ら

ず。民間の方は、やっぱりそういうところに

行って勉強したりするのですけれども、役場職

員の方はなかなかお見受けしないものですか

ら、そこの参加料などそんなに知れてる金額で

すし、そうやってそもそも勉強できる機会に率

先して参加するという姿勢すら出てきてないと

思うのですよ、この町の今の方針だと。ただ、

研修会やりますよといって、研修会実施のため

札幌の主催してるところに一回行ってください

と。はい、係長になったのだから行ってくださ

いと。そうではなくて、やっぱり係だろうが係

長だろうが課長だろうが、そのテーマテーマに

合った、ＤＸなどは町もうたってますよね、Ｄ

Ｘ進めていくとか。様々テーマはありますけれ

ども、それに合ったような研修会というのがこ

の近隣で行われていたら、そういうのに参加し

ましょうというような方向性すら見えてこない

のですけれども、その辺についていかがです

か。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 近隣で参加できるものは、現

状としては今分かり得るそういった研修のもの

については、町のイントラネットなどでお知ら

せをして、時間が空いたら、ぜひ参加できる人

は参加してくださいというようなアナウンスは

するのですが、実際にはそこまでの参加の強制

まではしていなくて、職員の空き時間などで自

主研鑽という意味合いでの部分がございました

ので、そういった部分、せっかく近くでやって

いるのであれば、もっとそういった有意義なも

のでありますので、そういった部分はできるだ

け参加してくださいというようなことで促して

いきたいというふうに思っております。 

 あと、ＤＸの話、今ちょっと出たのですけれ

ども、いろいろ専門分野での研修というのはい

ろいろございまして、例えばＤＸの関係で言い

ますと、今年の私の記憶で言いますと、情報防

災課長のほうから各課長のほうに、ＤＸはやは

り専門分野なところがあって、オンラインの研

修がありまして、そういった部分、ぜひ研修を

受けてくださいといったのも行ってございま

す。そういった部分で、役場職員もＤＸの関係

を、今後の必要性だとかを認識しながら進めて

いっておりますので、御理解のほどよろしくお

願いします。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 私はそれぞれの研修の中身どうこ

うまでは言っていないので、それぞれそれは勉

強していただいて、やっていただきたいのです

けれども、ただ今課長おっしゃったように、役

場としてはイントラで皆さんに周知している、

でも強制はできないと。強制はできないですよ

ね。強制はできないけれども、強制はできない

けれどもという前提でやるしかないですけれど

も、やっぱり行かなくていいんだと思ったら行

かないだろうし、ただ、何で行かなければない

かという意識改革をまずしてから、そういう研

修会があるよと教えないと、行かなければない

という意識がないのに、こういう研修会あるよ

と、あーそうなんだと。今七飯町で、うちの役

場の中でこういう対応が足りないとか、今これ

からこういう時代になるとか、だから我々も勉

強しておかなければないよね。課長から末端の

職員まで、そういう各課でそういう話が、要は

連携といいますかね、そういう意識を持たない

と。うちらもこういうの勉強しておいたほうが

いいのかなとかなったときに、今こういう研修

会ありますよと、行ける方行ったほうがいいで

すよとかという案内が来たら、それこそ個人で

はなくて、その各課で何人かで行ってみようか

とかという話にもなるかもしれないではないで

すか。参加がされてないということは、そもそ

も各課それぞれのそういう意識が全然ないとい

うことだと思うのです。でも、それは職員が悪

いとかいいとかではなくて、そういう意識改革
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を持たせるという行為を打ち出してないからだ

と思うのですよ。言葉では出してますよ、この

第６次のこの大綱の中に意識改革を図りますと

書いてるけれども、この意識改革を図っていた

ら必然と変わっていくのですよ。そういうあれ

は考えてこういうふうに予算を上げてきている

のですか。 

○川上委員長 総務課長。 

○中村総務課長 意識改革の部分の話でござい

ますが、一朝一夕ですぐすぐ変われるものでは

ないというような認識でいることから、直接的

に予算の反映というのはないでございます。 

 今回の委員とのやり取りの質疑の中で、私も

意識づけというのが大変重要というふうに認識

しておりますので、引き続き、そういったもっ

と職員のほうに意識づけをして、自発的な職員

たる能力開発そういった部分が向上できるよう

な取組を模索といいますか、考えていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、総務課に対する質疑

をこれで終わります。 

 総務課長、大変御苦労さまでございました。 

 暫時休憩します。 

午前１０時４６分 休憩 

────────────── 

午前１０時４６分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 次に、財政課の審査を行います。 

 財政課長、御苦労さまでございます。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づきま

して、説明をお願いいたします。 

 財政課長。 

○青山財政課長 次に、財政課の令和６年度予

算について御説明いたします。 

 初めに、共通様式ナンバー１の庁舎共通事務

費からとなりますが、予算額は例年と大きな変

更はなく、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー２は財政管理費で、同じく予

算額は例年と大きな変更はなく、記載のとおり

となってございます。 

 次に、ナンバー３は財政管理基金費で、当初

予算は基金から生ずる運用利息分を基金に積立

てする予算となりますが、基金の総額が増加し

たことによりまして、前年度より２６万９,０

００円増の予算を計上してございます。 

 次に、ナンバー４は特定目的基金費で、同じ

く当初予算は基金から生ずる運用利息分を基金

に積立てする予算となりますが、社会教育施設

整備基金は令和５年度に引き続き、当初から

１,０００万円を積立てし、森林環境譲与税基

金は森林環境譲与税の当年度充当残４９５万

７,０００円を当初に積立てする予算を計上し

てございます。 

 次に、ナンバー５は財産管理費で、予算の増

減額は例年と大きな変更はございませんが、令

和６年度は公共施設照明のＬＥＤ化基礎調査委

託を一旦停止し、財産管理費の予算節減を行っ

ております。 

 次に、ナンバー６は地域センター管理費です

が、予算の増減額は例年と大きな変更はござい

ませんが、鶴野地域センター内屋内体育館のＬ

ＥＤ化工事が終了しますので、その分の電気料

金の縮減が図られております。 

 次に、ナンバー７は一般会計町債償還費（元

金）ですが、予算額はこれまでの繰上償還の実

施により、毎年元金償還金の予算額は減少傾向

にあり、その効果は繰上償還を実施する前で

は、本年度の予算額が前年度に比べ１,２７５

万６,０００円増加するところ、繰上償還の実

施により３,９１８万６,０００円減少すること

ができております。引き続き、財政の長期的な

視点から、繰上償還の実施を検討していきたい

と考えております。 

 次に、ナンバー８は一般会計町債償還費（利

子）ですが、予算額は町債現在高の減少に伴い

まして毎年減少してございます。 

 最後に、ナンバー９は予備費ですが、予算額

は前年度と同額の５００万円を計上してござい

ます。 
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 以上で、財政課の説明を終了いたしますけれ

ども、追加要求資料で説明を求められておりま

す、各種大型事業の実施を反映した今後１０年

間の財政推計資料につきましては、現在作成し

ておりますので、作成次第、改めて御説明いた

しますので、その点について御了承願います。 

 以上、審査のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○川上委員長 財政課長、ありがとうございま

した。 

 それでは、これより、財政課に対する質疑を

行います。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー１、役務費の中に郵便料

というのがあって、前年度と同額ということな

のですが、郵便料がかなり上がりますよね。そ

れをその同額しか見ていないということは、例

えば不要なものをもっと増やすというかね、出

さなくてもよさそうなものをきちんと洗い出し

をして減らす、そういう見直しなどを前提にさ

れているのか。例えば我々議員などにも、後払

いの封筒で送られてくることがあるのですが、

極力関係者にはメールを送るだとか、そういう

削減に対して、きちんとしたお考えを持ってい

られるのかどうかをお伺いをしたい。 

 それから、ちょっとこれ聞くだけになるので

すが、ナンバー７で、新野菜広域流通施設整備

費用の負担金が３,６００万円とあるのですけ

れども、これは農協からうちに戻ってくるお金

なのですか。ちょっとどういう趣旨のお金なの

かの説明をお願いします。 

 以上、２点です。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 ナンバー１の郵便料につきま

しては、今年につきましても１,８３０万円の

予算を計上しております。こちら本年１０月１

日から郵便料が改定することにつきましては、

こちらのほうでも把握しておりますが、予算段

階でどの程度の郵便料金が上がるか、もしくは

どのくらいの影響があるかということにつきま

しては、なかなかその影響額をこの予算に反映

することは難しいことから、今回は前年度と同

額としておりますが、事業の内容、種類によっ

ては、例えば特定の事業があれば、特定の事業

のほうにも郵便料が計上されておりますし、今

回みたく定額給付金みたいなものは別立てで郵

便料とかを計上しておりますけれども、コロナ

禍のときにはイベントがないものについては、

この予算でも十分確保というか間に合ったとこ

ろが、事業の開始に伴いまして、この郵便料が

この予算では足りないという場合もあります。

これはその状況に応じながら、不足する分につ

いては補正などで対応していくとか、もしくは

余るようであれば、このまま経費の節減を続け

ながら、この予算で進めていくとかというふう

になりますけれども、現在極力その郵便の手配

についてはメールなどで代用しておりますけれ

ども、どうしても各家庭に送らなければならな

いものにつきましては、必要な部分の郵便料金

を計上してございます。 

 また、ナンバー７の償還費で発生していま

す、新野菜広域流通施設整備費用負担金は、こ

ちらは平成３０年か令和元年か、そこら辺に整

備した予冷庫の建設に伴って、これは農協が使

用料としてお支払いしていただく分を、起債の

償還財源として充てているというものになりま

すので、こちらのほうについてはその旨御理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 一般家庭に送る分で、これは減ら

しようがないというお考えなのでしょうけれど

も、結構要らないものはあるような気がするの

ですけれどもね。それから急がないものは二

つ、三つまとめて送るだとか、やはり工夫が必

要だと思うのですけれども、こういうことはど

うしてもふだんやっていればそのままという形

になりますから、さっき中川議員も聞いてまし

たけれども、職員として事務仕事を減らすとい

うのは、特に公務員にとっては一番必要な仕事

ではないかなと私かねがね思ってますよ。仕事

のための仕事みたいなのが多いと私は思いま

す。ですから、そういうことも時間を設けて、

どうやったらこういう経費が削減できるかと
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か、そういうことはぜひぜひやっていただきた

いなと思うのです。一番分かりやすいのはこの

郵便関係の料金、どうやればまとめて減らせる

かというのは、皆さん割と具体の案を出しやす

いと思いますので、ぜひその辺見直しをお願い

したいなと思っています。まして、その郵便料

金がとんでもなく上がりますからね、ぜひお願

いしたいと思います。もしお考えあるのでした

らお願いします。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 平松議員からのそういうよう

な、常日頃から経費の見直しについてというこ

とになりますけれども、こちら郵便料ばかりで

はなくその上の電話料金、そういうものについ

ても、いろいろと経費の節減を図りながら、も

しくは職員に対してもその旨の周知をしながら

やっていきたいと思っております。 

 郵便料、ほかにも電話料、事務的経費の削減

については、こちら財政課もしくは全ての役場

の事務に共通する職員もそういう認識で携わっ

ていただきたいというのは、こちらのほうの願

いでもありますので、その旨の周知も徹底して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、財政課に対する審査を終了いたしま

す。 

 財政課長、御苦労さまでございました。 

 暫時休憩します。 

午前１０時５５分 休憩 

────────────── 

午前１１時１０分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 次に、情報防災課の審査を行います。 

 情報防災課長、御苦労さまでございます。 

 早速でございますが、予算書及び提出資料に

基づきまして、説明をお願いいたします。 

 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 それでは、資料に沿って

ご説明いたします。 

 ナンバー１は、町有バス管理費です。１８節

負担金、補助及び交付金で、福祉有償運送運転

者講習を令和５年度に運転手２名とも受講済み

のため、予算計上が不要となったこと以外は従

前と大きな変更はなく、記載のとおりです。 

 ナンバー２は、公用車一括管理費です。１７

節備品購入費において、令和５年度に北海道備

荒資金譲渡事業を活用して購入したミニバンタ

イプの公用車１台について、元金の支払いが始

まるため７５万８,０００円増加しておりま

す。また、車検の該当年度となる公用車が少な

いため、修繕料、損害保険料、自動車重量税が

減額となっております。 

 その他は従前と大きな変更はなく、記載のと

おりです。 

 次のページにお移り願います。 

 ナンバー３は、電算管理費です。１２節委託

料の一番下、総合行政情報システム標準化委託

料として、新規に２,５０４万１,０００円計上

しております。これは基幹業務システムの仕様

を令和７年度までに国が示す標準仕様に移行す

るもので、移行のための全体としては、現在の

ところ約２億７００万円程度を見込んでおり、

そのうち令和６年度はこの金額を計上しており

ます。 

 また、１８節負担金、補助及び交付金におい

て、共同システム等運用負担金が国の中間サー

バー更新による負担金増のため、３９０万８,

０００円の増額となっております。こちらにつ

いては、歳入のほうの特定財源の一番上、社会

保障・税番号システム整備費補助金にて補助さ

れます。 

 その他は従前と大きな変更はなく、記載のと

おりです。 

 次のページにお移り願います。 

 ナンバー４の光ケーブル設置管理費です。こ

ちらは従前と増減はなく、記載のとおりでござ

います。 

 その下の、ナンバー５の消防施設費について

も、従前と大きな変更はなく、記載のとおりで

ございます。 
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 次のページにお移り願います。 

 ナンバー６の災害対策費です。こちらも従前

と大きな変更はなく、記載のとおりとなってご

ざいます。 

 次のページにお移り願います。 

 ナンバー７の防災行政無線管理費です。１節

報酬と８節旅費において、委員会開催に備えて

予算を計上させていただいております。それ以

外は従前と大きな変更はなく、記載のとおりで

す。 

 最後になりますが、ナンバー８の国民保護対

策費です。こちらも従前と大きな変更はなく、

記載のとおりです。 

 以上、簡単ではございますが、私からの説明

となります。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

○川上委員長 情報防災課長、ありがとうござ

いました。 

 それでは、これより質疑に移ります。 

 平松委員。 

○平松委員 何点かあります。 

 まず、ナンバー３、今御説明がありましたけ

れども、総合行政情報システムの標準化に向け

て、２,５００万円というお金がかかるのです

が、これはトータルでは２億７００万円とおっ

しゃいましたか、その一部ということなのです

けれども、これは各自治体が負担するものなの

ですか。それとも国からそれに見合うものが来

るのかどうか、ちょっとその説明をお願いした

いと思います。 

 それと、この情報システムの利用料というの

が３,６００万円、１年分でかかるのでしょう

けれども、よく分からないのですけれども、こ

れはこれだけのシステムの利用料なのですか。

ちょっとこの総合行政情報システムというもの

自体を、一回説明してください。何かいろいろ

コンピューターを使うと、それぞれお金がかか

るのでしょうけれども、何かこれだけのシステ

ムはあるのですかね。ちょっとそれをお願いし

たいと思います。 

 それから、その下に１７番ですけれども、備

品の購入費、この中に電算用の備品購入費とい

うのが４６０万円計上されています。リースを

したり、購入をしたり、どうもどこで分けてい

るのかよく分からないのですけれども、これは

町が買い取ったほうが安いのでこういうふうに

している。これは更新が頻繁にあるのでリース

していますとか、何かそこら辺のことを、

ちょっと我々に分かるように説明をお願いした

いと思います。 

 何かいつもこういう金額がどんどんどんどん

毎年出てきては、更新だとか何とかと２億円、

３億円のお金になります、トータルすれば。何

気なく今までは承認をしていましたけれども、

本当に全部必要なのかどうか、少し疑問な気持

ちもありますので、分かりやすく説明をお願い

したいと思います。 

 次のページのナンバー４ですが、これの１

３、光ケーブル経路電柱等借上料というのがあ

りますが、光ケーブルは今度七飯町からＮＴＴ

のほうに無償で譲与するということで、こう

いったお金は発生しないものかというふうに全

員協議会で思ったのですが、何かこうやってお

金が発生してきているというのは、ちょっとこ

れもすみません、もう一度説明をお願いしたい

と思います。 

 それから一つ飛びまして、ナンバー７、防災

行政無線施設、随分とお金をかけてつくったシ

ステムですが、今朝の新聞読みましたら、防災

無線がもう半分くらい使えなくなっていると、

能登半島のほうですけれどもね。そもそもが電

柱建てるような設計をしてつくったものかと思

うのですけれども、災害対応というのはどんな

ふうになっているのか。それから、例えば電気

が止まったときには、もうそこに何かバッテ

リーが入っていて何時間か動きますとかと、そ

ういう仕組みになっているのか、その辺の説明

をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 それでは、順次お答えし

てまいります。 

 まず、ナンバー３の標準化委託料に対する補

助なのですけれども、国からの補助、大体移行
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の経費、今年度だけではなくて全体で２億６,

５７７万９,０００円というのを今現在見込ん

でおりまして、この経費に係る国からの補助金

としては、現在のところ約１億９,３００万円

という内示がこのたびありましたので、その分

に関しては国から補助される見込みとなってお

ります。ですので、町の単費としては差引き

１,４００万円程度発生する見込みとなりま

す。 

 こちらに関して、利用料なのですけれども、

総合行政情報システム利用料というのが、こち

らの総合行政情報システムを使用させていただ

いているのにかかっている利用料でして、こち

ら町の全体で各課で、例えば住民記録、戸籍、

選挙人名簿管理、固定資産税、税関係ですね、

固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動

車税、就学援助、国民年金、後期高齢者ですと

か、介護保険とか、あと障がい者福祉、健康管

理システム、児童手当、子ども・子育て、印鑑

登録などを電算で処理しておりまして、そのシ

ステムを現在はそれぞれの市町村が独自に、そ

れぞれのベンダーさんという業者さんにお願い

してシステムをつくって入れてもらって、それ

の利用料をこのように支払っていることなので

すけれども、それだと効率が悪いということ

で、国のほうでこれを標準化といいまして、国

の統一したシステムでつくりましょうというの

を現在進められておりまして、それを令和７年

度末までに行わなければいけない、その仕様に

そろえなければいけないということで、そのた

めの費用として２,５０４万１,０００円が令和

６年度に発生するということとなっておりま

す。 

 続きまして、備品購入費なのですけれども、

こちらもリースと購入ですとか、物によってい

ろいろ分かれるのですけれども、例えばライセ

ンスが発生したりですとか、更新が頻繁に発生

するものに関してはリースのほうが得だとか、

あとこれは購入したほうがいいだとかというふ

うにそれぞれ精査した上で、町として負担が少

ない方法で購入とリースを分けてございます。 

 続きまして、ナンバー４です。光ケーブルの

使用料及び賃借料なのですけれども、この光

ケーブル譲渡するのは来年度、令和６年度末を

予定しております。なので、この借上料ですと

か、この経費がかかるのも令和６年度、このま

ま譲渡、譲与が終われば、令和６年度が最後と

いう見込みとなっております。 

 あとは、最後、ナンバー７の災害対応なので

すけれども、こちらの防災行政無線システムな

のですけれども、当町で使用しているシステム

というのが携帯電話網を使っているシステムで

ございまして、直接携帯電話の電波を利用し

て、各スピーカーですとか、各御自宅に配付し

ている個別受信機ですとかに情報を配信するよ

うなものとなっておりまして、当然携帯電話網

が停電してしまうと使えなくはなるのですけれ

ども、そちらは携帯電話会社、ＮＴＴドコモさ

んなのですけれども、その携帯電話のほうで発

信機のほうに電源車などを配備して、早急に復

旧できるように、もし停電があったとしても早

急に復旧できるように努めていただけると思い

ますので、そのような対応となります。 

 以上です。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 もう一度、総合行政情報システム

のことですけれども、確かに前は東芝だとかそ

ういうところでやっていたものですよね。これ

が統一されたということで、それを使うために

利用料が発生して３,６００万円も払うと。こ

れは毎年払っていくのでしょうけれども、国の

仕組みでそれに合わせて使う。確か前は自分た

ちでやったときは１,０００万円台だったよう

な気がするのですけれども、ちょっと定かでは

ないのですけれども、えらい高いなと思うので

すけれども、国のためにやる仕組みを、我々が

負担をするという考え方が何となく納得いかな

い気もするのですけれども、けちつけてもしよ

うがないのでしょうけれども、こういうものは

もっと安くできませんかとか、そういう交渉み

たいなことはできるのですかね。 

 それと、１７番のところで総合情報システム

機器譲渡取得費というのがありますけれども、

結局、仕組みに使う機械は買わなければ駄目な
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のですか、我々が。これは今５９０万円弱の予

算ですけれども、今動いている機械というのは

それも買ったのですか。また、追加でこの６０

０万円近いお金でまた買わなければ駄目だとい

うことなのでしょうかね。ちょっとこの説明

を。 

 それから、ナンバー７の防災無線のことなの

ですけれども、お聞きしたいのは、あれだけの

高さにスピーカーが立っていて、下の基礎は工

事しているときに見たのですけれども、多分普

通の台風だとか、そういうときに倒れないよう

な基礎のように見えました。違うのかもしれま

せんけれども、ある程度の地震にも耐えるのか

もしれません。お聞きしたいのは、携帯電話の

仕組みは携帯電話の電波が飛んでいれば、それ

はいいでしょう。ところが、あれが斜めになっ

てしまって線が切れたとかといったときに、ス

ピーカーは鳴らなくなりますよね、電気がなけ

れば。そのときの仕組みをどういうふうになっ

ているのかという説明をお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 まず、総合行政情報シス

テムの利用料なのですけれども、こちらで、国

のほうで進めようとしているのはコストダウン

のためといいますか、それぞれ各自治体がそれ

ぞれいろいろな業者さんに頼んでシステムを構

築してもらって、それぞれでやっているのを効

率が悪いので効率化のために、スケールメリッ

トを行うために標準化というのを目指しており

ます。 

 ですので、こちらの標準化が実施されました

ら、ランニングコストというのはまだはっきり

したものは出てないのですけれども、コストと

しては下がる可能性はあるというふうに考えて

おります。 

 あと、この交渉ですね、こちらも今度標準化

ということになると、国からのシステム利用料

ということになるので、逆に今行っている業者

さん、それぞれの業者さんとの対応ではなくな

りますので、標準化になると国と交渉というの

はなかなか難しいのかなというふうに考えてお

りますけれども、逆に国のほうでこの標準化に

関して市町村の負担が大きくならないように、

国のほうから、国の標準システムをつくる業者

さんのほうにお願いしたりですとか、あとはこ

の移行に係るお金に関しても、ちょっと定かで

はないのですけれども、国のほうでチェックを

していただくと、そういうことも考えられると

いうふうに情報としては入っております。いず

れにしてもまだ確定したものではないので、変

更される場合もあるのですけれども、御理解願

います。 

 あと、譲渡取得費ですね。こちらが、この譲

渡取得費５８８万９,０００円というのが、令

和３年度にパソコン６７台外周辺機器を２,３

５１万８,０００円で購入したものの償還金と

いうふうになっております。約４年で償還して

いるものになるのですけれども、国のほうで標

準化を進めているのは、あくまでもシステムそ

のものでして、この機器に関してはやはり各自

治体で購入すると、購入あるいはリースすると

いうことになっております。 

 あと、続きまして、防災行政無線のスピー

カーの基礎に関しての御質問かと思うのですけ

れども、防災行政無線の各スピーカーにはバッ

テリーが搭載されておりまして、ある程度はス

ピーカー自体に電気が来なくなっても、スピー

カーが倒れてしまったら、スピーカーの音が出

るそのものが壊れてしまったら音は出ませんけ

れども、停電に関して言えば、ある程度の時間

はバッテリーでもつというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 ナンバー１の町有バスの件なので

すけれども、お子さんたちが全道大会に行った

りとか、対外試合に行ったりとかしたいなと

思ったときに、なかなか取れないというふうな

ことをちょっと聞いたことがありまして、せっ

かく頑張って勝って全道大会とか行けるとき

に、町のバスを使えたらいいなというふうに思
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うのですけれども、結局もちろん予定が入って

いて使えないということもあるのですけれど

も、その子どもたちを応援するような形で、全

道大会とかというときには優先的に使えるよう

なことができないかなと思いまして、よろしく

お願いします。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 町有バスの関係ですけれ

ども、こちらの町有バスが、まず要項上そもそ

もが、町が行政執行上、会議、視察及び研修等

を行う場合、町が主催する事業等で使用をする

場合というのが大前提になっておりまして、あ

とは町立の学校の事業ですとか、その三つ、前

３号の利用がない限り、空いている場合は、町

民の皆様に使っていただけるというものになっ

ておりまして、こちらの今言った町の事業です

とかそういうのは申込み、予約の期限、何か月

前とかはないのですけれども、それ以外の団体

は、町内会さんですとか、実は３か月前になら

ないと予約ができないという定めがありまし

て、なので、３か月前になったから、団体さん

のほうで予約しようとすると、もう町の事業が

前からそこの日付入っているので、もうお貸し

できませんという状況が度々発生しておりま

す。こちら、町のお子さん、スポーツ団体さん

などに、もうどんどん空いている限り使っては

いただきたいのですけれども、そのように町の

事業が先に入っている場合が多いので、その場

合はどうしてもお断りするということになって

しまいまして、町のスポーツ団体ですと、バス

の代わりにスポーツ振興課のほうから補助等を

お出しして、その補助のほうで民間のバスを借

りていただくですとか、そういった方法が考え

られるのですけれども、どうしてもその部分に

関しては町の事業を優先されてしまうというこ

とで、御理解願いたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 もちろん町のときをずらしてほし

いとか、そういうのではないのですけれども、

例えばですけれども、もしずらせるようなもの

であれば、何かそういうお子さんたちを優先で

きたらいいなというのが、やっぱり対外試合と

かですと、対外試合ではなくて全道大会です

と、やっぱり勝つか負けるか分からないので、

結局申込みが直前になってしまうということが

ありますので、もしもそういうふうな検討がで

きるのであればなと思います。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 そうですね。大会です

と、結局地区の大会の結果次第で全道に行くか

どうかというのは分からないと思うので、なか

なか前もって予約というのは難しいと思います

ので、なるべく柔軟に対応できるように担当課

としても考えてまいりたいと思いますので、御

理解よろしくお願いします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー３ですね。ナンバー３の

１８節コンビニ証明書交付全国センター負担金

７０万円ということになっておりますけれど

も、現在、町内に何か所も配置されているコン

ビニが様々な業務ができると。特に銀行での関

係の仕事ですね。それから各種の支払いもでき

ますし、七飯町でも従来役場庁舎でやっていた

ような、こういう証明書の発行みたいなことま

でやれるようになりまして、非常に便利になっ

てきております。そういう中で、今回、このコ

ンビニでの証明書発行、これは今どんな内容で

行われているのか、まずお伺いします。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 すみません。ちょっと

今、手元に資料が持ち合わせてないのですけれ

ども、住民票、印鑑登録証明書は間違いなく発

行可能です。ちょっとそれ以外の部分に関して

は申し訳ありません、手元に資料がないので。 

○川上委員長 上野委員、後日といいますか、

でき次第、手元に渡すということでよろしいで

すか。今ちょっと把握しきれてない状況なの

で。 

○上野委員 後で文書で出していただきたいな

というのが一つ。 

 そのほかにちょっとお伺いします。 

 今回、この負担金、上限なしということであ
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りますけれども、これは町内に散在するコンビ

ニ、全部に対してのそういう負担ということだ

とは思うのですけれども、町内では何か所のコ

ンビニが対象になっているのかと、それからも

う一つ、変化なしという、負担金に変化がない

わけですけれども、これは利用料の増減にかか

わらず一定の金額になっているのかということ

と、それからもう一つは、コンビニでこういっ

た証明書が発行できるようになって便利になっ

てきているわけですけれども、これは役場庁舎

だけで行っていたときに比べて、実際のその割

合といいますか、コンビニで利用されているそ

の割合はどのくらいなのかと、そういったこと

をちょっとお伺いしたいなと思っています。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 まず、コンビニの町内何

か所かという御質問なのですけれども、町内コ

ンビニエンスストアの全てのコンビニエンスス

トアで利用は可能となっております。コンビニ

エンス、種類何種類かあると思うのですけれど

も、どのコンビニエンスストアでも利用可能

で、ちょっと箇所の数、コンビニの数まではす

みません、手元に資料がございませんので、必

要であれば後日お出しします。 

 あと、この利用料が７０万円なのですけれど

も、こちらは負担金としてお支払いしているも

のと、あとは、こちら発行の際の手数料という

のがかかりまして、例えば住民がどこかのコン

ビニで手数料３００円ないしは４００円の手数

料を払って、それを証明書を発行してもらっ

て、その住民の方が払った手数料のうち、

ちょっと金額定かではないんのですけれども、

百何十円という手数料がこのシステムのほうに

差し引かれた金額が、町のほうに入ってきてい

るというふうに存じ上げております。 

 あと、こちらの具体的な証明書の発行の枚数

ですとか、こちらのほうは、当課所管課ではな

いので、情報防災課のほうで正確に把握してい

る数字はちょっと持ち合わせておりませんの

で、御容赦願いいたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 今の利用状況といいますか、これ

が把握できないということですけれども、情報

防災課ではそういった情報が把握できない状況

になっているということですか。それとも、今

この場では答えられないけれども、それについ

ては後で先ほど言った資料を出すときに一緒に

出せるということでよろしいのでしょうか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 情報防災課では今現在手

元にもございませんけれども、こちらの証明書

につきましては、住民課のほうで事務をやって

おりますので、コンビニで何件証明書を発行し

ているですとか、幾らの手数料を……。 

○川上委員長 今、住民課という話があります

ので、住民課の予算のときにはそういうの出て

こないでしょうか。住民課のときに資料要求か

何かお願いしてよろしいですか。住民課の審査

のときに。 

 上野委員。 

○上野委員 住民課のほうでこういった手数料

という形ではおそらく出てこないと。ここに書

いてありますのでね。できれば、今資料を出す

ときに、そういう部分も含めて出していただけ

ればと思います。よろしいでしょうか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 証明書の枚数に関して

は、住民課のほうでデータの情報は持ってます

ので、うちのほうで支払っているのはあくまで

も負担金ということで、具体的な証明書の発行

枚数ですとか、それに関して徴収された手数料

の金額ですとかは住民課で持ってますので、そ

ちらに関しての資料はすぐに私の情報防災課の

ほうでも入手することはできますので、情報防

災課からでも、住民課からでもお出しはできま

す。後日お出ししたいと思います。よろしくお

願いします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 池田委員。 

○池田委員 それでは、町有バスの件でちょっ

と同僚議員が今質問をしていて、これからコロ

ナが収まって、結構やはり町有バスを使いたい

という団体さん、そういう部分が多くなってく
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ると思うのですよ。そしてやはり、運動のほう

も、学校のほうも結構そういうので全道大会相

当行くことが数多くなってくると思うのですけ

れども、たしか過去に、町有バスとダブリング

した場合には、町のほうで補塡してくれたよう

なこともあったと思うのですけれども、そうい

うような内規みたいなのがあるのですか。 

 また、そういう手続きをするのであれば、情

報防災課のほうに言うのか、それとも教育委員

会のほうに言うのか、その辺ちょっと教えても

らいたいです。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 すみません。ちょっと私

のほうで過去の経緯は押さえておりませんけれ

ども、現在はバス取れなかった場合に関する、

それに対する補塡の補助という手続、制度は設

けてございません。先ほども言いましたが、ス

ポーツ振興課のほうから出る補助金ですね。全

道大会ですとか、そういったときの補助金で民

間のバスを利用していただくという形になると

思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー７の防災無線の関係だっ

たのですけれども、先ほど同僚議員からもあり

ましたけれども、今日の新聞でしたか、朝刊で

したかな。能登半島の防災無線使えなくなった

というのが載ってましたけれども、それは先ほ

どのやり取りでも、基地局のバッテリー、要は

停電でそのバッテリーが駄目になったというこ

とだと思うのですけれども、うちの場合は携帯

電話の電波ということだったので、そもそも携

帯電話が、能登半島のときもそうですし、東日

本大震災のときも携帯電話がまず使えなくなっ

たということがありますね。うちの防災無線は

携帯電話の電波を利用している防災無線という

ことなので、まずそこが大丈夫なのかなという

ことをお願いします。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 議員おっしゃられるとお

り、うちの防災行政無線は携帯電話網を利用し

た無線となっておりまして、当然、携帯電話網

そのものがパンクしてしまえば、使えないこと

にはなるという状況です。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 そうであれば、多額の金額をかけ

て整備したばかりですけれども、やっぱり今、

地震がどこでも起きてきていて、大震災が来な

ければ一番いいのですけれども、来たときに、

やっぱりすぐアナウンスできるだとか、もしく

は本当にひどい状態になったときでも、町民に

対して情報を出せるような環境をまず考えなけ

ればないと思うのですよ。そのための防災無線

で整備してきたと思うのですけれども、携帯電

話が使えなくなったら使えなくなるというので

あれば、はっきり言って災害時に機能しないと

いうことになってしまいますよね。だから、そ

こら辺をどう考えて、今回予算委員会ですか

ら、決算ではないのでちょっとあれなのですけ

れども、これだけ能登半島のそういう状況、携

帯電話使えないとか防災無線の環境のこういう

ふうになっているという情報というのは、僕ら

も、今日はたまたま新聞に載りましたけれど

も、１月、２月の経過の中で、うちが同じよう

な状況になったら使えるのか使えないのかとい

うのも多分精査していると思うのですよ。その

中で、どうしなければないというような予算と

かはこれに出てきているのですか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 そちらの携帯電話網、携

帯電話の対策に関する予算というのは、こちら

の今回の予算には特に反映されて、特に計上さ

せていただいておりません。 

 携帯電話なのですけれども、能登半島のとき

も携帯電話網がパンクしたということで使えな

くなったという状況はあったのですけれども、

うちのほうでこちらの業者さんのほうにも確認

は取ったのですけれども、もしそういうような

状況が生じたとしても、移動基地局という、そ

ういったもので対応は可能で、瞬時に駆けつけ

てくれるかどうかは分からないのですけれど

も、そういったもので対応は可能だというふう
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に回答は得ております。 

 以上です 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 移動基地局、車の基地局だと思う

のですけれども、この函館周辺に何台くらいあ

るのですか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 先日聞いた際には、函館

周辺に１台というふうに聞いておりました。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 その車の基地局のレベルが、どれ

くらい電波を発しているのか。要は函館に１台

あって、函館、北斗、七飯もある程度カバーで

きるくらいの電波を発しているのか。もしくは

車の近くだけというふうになるのか、その辺は

どうなのですか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 申し訳ありません。その

移動基地局１台がどのくらいのエリアカバーで

きるかについて、今ちょっと手元に資料ないの

ですけれども、もし足りない場合は、北海道、

あとそのほかに苫小牧ですとか札幌にも何台

か、２台とか３台とかあるというふうに聞いて

おりまして、もし不足する場合は、そちらから

も駆けつけていただけるというふうには聞いて

おります。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 そもそも防災無線を携帯電話の電

波で、うちのまちは整備しましたけれども、能

登半島だとかいろいろなそういう震災の事例を

見た中で、うちの七飯町の防災無線は、これこ

のままでいいのかというのも思う方も出てくる

と思うのですよ。例えば、電波に対しても携帯

電話の電波なのか、消防だとかそういうところ

で使っている、何というのですか、何系という

のでしたか、山の電波を飛ばしている電波を使

うとか、そういうそもそもの問題でちょっと不

安になる方も多いと思うのですよ。その辺、い

かがですか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 当町の防災行政無線は携

帯電話の電波網を使うということで、以前当町

で使っていたような、いわゆる直接電波を役場

ですとか、そういったところから直接スピー

カーなどに真っすぐ飛ばすようなものにはなっ

ておりません。携帯電話の電波網という既存の

インフラを使うようなシステムになっておりま

して、そちらに関しては携帯電波網自体がダウ

ンしてしまうと、確かに使えなくはなってしま

うのですけれども、先ほど言ったようにその既

存のインフラに関しては、そういったことのな

いように既存の携帯電話会社のほうで整備はし

ていただいていると思うので、またその復旧に

関しても、そちらのほうで迅速に行えるものと

思っておりますので、現在のところすぐに能登

半島の地震を受けて、今のシステムを更新する

ですとかという考えは、現在のところは町とし

ては持ってございませんので、御理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 立地的に七飯町はまだ恵まれてい

るほうで地盤も硬いし、海からも高さがある町

ということで、災害が起きたとき、逆に言うと

七飯町が大災害に見舞われるときというのは、

近隣も同じく災害が起きているというふうな想

定になると思うのですよ。そのときに民間の電

波の会社さんが対応してくれると言ってました

という今の説明でも、本当に大丈夫なのかなと

いうふうに思うのですけれども、想定として、

災害にある意味では強いまちという立ち位置の

七飯町でありますよね、地盤がよくてという。

そういった中で、その七飯町がそういう大震災

に見舞われたことを想定したときに、本当にそ

の電波会社さんが何とか対応しますよと言って

くれていても、できる状況にあるのですかね。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 そもそも災害対策に関し

ては、どこまでやったら絶対大丈夫という基準

というのもなく、やればやるほど切りがない、

幾らお金かけても１００％大丈夫ですよという

こともなく、限られた予算の中ででき得る最大
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限の一番いいと思うものを考えさせていただい

て、このようにやっておりまして、今の防災行

政無線で大丈夫ですかと、本当に絶対１００％

大丈夫ですかと言われますと、それは１００％

大丈夫ですというお返事はできないのですけれ

ども、現状といいますか、システム更新したの

が２年前なのですけれども、その時点で考えら

れる一番いいものをということで、こちらのシ

ステムを入れておりますので、そのような御回

答しかできないのですけれども、御理解願いた

いと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 これ整備したときも、議会ともい

ろいろ結構議論あったと思うのですけれども、

議会からも結構これ指摘されていたと思うので

すよ。携帯電話の電波でやるのであれば、まさ

に今回今議論してる内容、災害時に電波使える

のかとかというのも出ていたと思うのですよ。

だけれども、当時たしか町のほうの説明では、

災害時もしっかりそれは対応できるのだという

ことの答弁があったものですから、議会の皆さ

ん方もそういう対応をきちんとしっかりできる

のであればということだと思ったのですけれど

も、ただ今回能登半島の地震を見てると、いろ

いろな報道等でこのように電波がなくなって、

各社、１社のみならがそういう電波会社さんが

ほとんど使えなくなったりというので、様々な

対応は実際にしておりますけれども、船上基地

局船とか船を出していただいてとかという、

しっかり対応はされているのですけれども、実

際にそれまでの間、今のうちの防災無線の機能

でいくと、平時、平常時に様々なアナウンスだ

とか、今で言えば時報なのかな、５時になれば

音楽鳴ったりとか、そういうのでは使われてま

すけれども、本来の防災行政無線という肝腎な

ところで使えなくなるというのが、能登半島の

震災でうちの防災無線はちょっとまずいなとい

うのが分かりましたよね。分かった中で、この

１月から２月、３月、予算編成のときだと思う

のですけれども、予算編成のときに１月震災起

こって、これうちの防災無線大丈夫かと議論に

なっていたはずなのですよ。だから、例えば移

動電波車が事業者さんが持っているとかという

のであれば、例えばうちでもそういうのに似た

ような何かすぐ借りられるような取組をしてる

とか、もしくはそういう車を増やしてくれとか

というやり取りとかするなり、ここの予算にそ

ういった災害時にも使えるような仕組み、取組

をした予算が上がってくるとか、そういうもの

があるべきだと思うのですよ。 

 口頭では、町長もいろいろな団体のところで

能登半島の震災があって、やっぱりこの防災の

こともやっていかなければないとかといろいろ

なところで、町長限らず皆さんおっしゃってま

すけれども、そういうのが実際に予算化されな

いと意味ないではないですか。 

 だから、今すぐ今回の３月の予算にはできな

かったけれども、例えば改善していくとかとい

う、そういう考えがあって、その都度補正予算

で組んでいくとかという意味合いがあるのであ

れば分かるのですけれども、今の答弁でいきま

すと、事業者さんが１台、函館近郊に１台ある

ので対応していくというので大丈夫だと思いま

すという答弁だったので、それではちょっと町

民の人たちも皆さん不安になると思うのです

よ。実際にここの避難所に行ってくださいと、

こっちには食料があるからと、それを教えたく

ても今度は教えられないとか、その役割を果た

すのが防災無線ではないですか。これはふだん

は使わないけれども、一番重要なものになって

くると思うのですよ。やっぱりそういう考え方

をもう少しちょっと示したほうがいいと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 まず、先ほどちょっと説

明漏れをしていたのが１点ありまして、携帯電

話網がパンクすると防災行政無線がそのまます

ぐ使えなくなるような話し方をしてしまったの

ですけども、こちらの当町で使用している防災

行政無線の回線というのは、アクセスプレミア

ム回線と言いまして、普通の皆さんが使ってい

る携帯電話回線と別の専用回線を使用している

ものになります。ですので、能登半島地震です
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とか、その際に携帯電話がつながらなくなった

というのは、一般の方の携帯電話だと思うので

すけれども、こちらの当町で使用している回線

は一般の方とは別ですので、そちらのほうに関

しては特別な回線なので、そっちも使えなくな

る、そちらよりは専用回線なので、幅ですとか

帯域ですとかが大きいので、ある程度は幅は

持っておりますという説明をしておりませんで

した。 

 今後、能登半島地震を受けて今回携帯電話網

もパンクして、当町の防災無線が本当に機能す

るのかといった件に関しては、今回の予算に

は、申し訳ありませんが反映はされていないの

ですけれども、今後、ああいったことがあって

もきちんと運用できるように、今後検討してい

きたいと思いますので、御理解願いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員、まだ再質問あります

か。 

 では、暫時休憩します。 

 午後１時、再開いたします。 

午後 ０時００分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５８分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 情報防災課長への質疑から始めます。 

 中川委員。 

○中川委員 先ほどの課長の答弁の中で、携帯

電話の電波ではなくてプレミアムの電波を使っ

ているから、それなので大丈夫だみたいなお答

えがあったのですけれども、それであればそう

いうときでも使えるという解釈でよろしいので

すか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 先ほど説明しました携帯

電話の回線なのですけれども、一般の方が使っ

ている回線とは別のアクセスプレミアム回線と

いうものを使っておりますけれども、こちらも

携帯電話の回線であることには変わりありませ

んので、例えば携帯電話の基地局そのものがも

う止まってしまった、駄目になってしまった場

合は、プレミアム回線に関しても使用はできな

くなるというふうに考えております。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 そうしたら、そういう状況に陥っ

たときに、しっかり事業者さんというのです

か、電波の会社さんと災害時等々を想定して対

策を組んでいくべきだと思いますけれども、そ

の辺についていかがですか。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 今回、能登半島地震を受

けまして、携帯電話のほうも大分打撃を受けて

通じなくなっていた部分もありましたので、今

後携帯電話の事業者ともそのような基地局その

ものが駄目になった場合ですとか、そういうよ

うなことを、あらゆることを想定しまして、い

ち早く普及できるように携帯電話事業者と対策

を今後検討していきたいと考えておりますの

で、御理解願います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかに、質疑ございますか 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけお願いしたいのですが、

ちょっと何番に該当するのかはっきりしないで

すが、多分６番のところかと思うのです。この

需用費１３１万２,０００円ということで、い

ろいろな避難所に対する消耗品とかの予算が組

まれているのですが、お聞きしたい内容は、函

館市と七飯町は防災協定を結んでいる中に、函

館市の避難所が使えなくて、いわゆる避難民で

すね、それを受け入れるという協定は結んでい

るのですよ。具体的なことは何にも書いてない

ですけれども。それがどういうところで対応で

きるのか、あるいはそれに対する予算というの

は何も項目としてはないのですけれども、こう

いうところで対応しているのかをちょっとお聞

きしたいのです。例えば、七飯町民が利用しな

くても、北斗なり函館から避難をしてきたとき

に、その人たちのためにこういうものをきちん

と用意していますという、そういう予算がどこ

ら辺に盛り込まれているのかをお聞きしたいの



 － 24 － 

ですが、それは考えていないなら考えていない

でもいいのですけれども、ちょっとお尋ねしま

す。 

○川上委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 函館市ですとか北斗市さ

ん、その他、近隣市町村からの広域避難の受入

れに関する御質問ですけれども、そういったこ

とに対する特別な、それに対する予算というの

は、現在のところ計上はしておりません。当町

で普通に備蓄している備蓄品のほうを、そう

いった際は利用しようというふうに考えており

ます。 

 このたび、今現在、函館市、北斗市、七飯町

で災害の協力の協定は結んでおりまして、それ

とは別に広域避難の受入れということで、今

後、まず北斗市をはじめとして広域避難の受入

れの協定を現在進めているところでございま

す。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、情報防災課に対する

質疑をこれで終わります。 

 情報防災課長、御苦労さまでございました。 

 それでは、引き続きまして、政策推進課の審

査を行います。 

 政策推進課長、御苦労さまでございます。 

 早速でございますが、予算書及び提出資料に

基づきまして、説明をお願いいたします。 

 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、政策推進課よ

り、令和６年度予算について御説明いたしま

す。 

 共通様式を御覧ください。 

 ナンバー１は、広報費です。印刷単価高騰の

ため、広報ななえ印刷製本費が増額しています

が、ほかは例年と大きな変更はなく、記載のと

おりです。 

 ナンバー２は、企画費です。令和７年度に現

在の第５次七飯町総合計画の期間が満了するた

め、令和６年度から第６次七飯町総合計画等の

策定に向けた作業に入ります。そのための委託

料として６０４万円を計上しております。ま

た、それに関連して、総合開発振興計画審議会

委員報酬と費用弁償を計上しております。ほか

は例年と大きな変更はなく、記載のとおりで

す。 

 ナンバー３は、まちづくり政策事業費です。

昨年は役務費で移住・定住関係人口拡大事業の

ため、ＰＲのための地域活性ＰＲ広告料を計上

していましたが、令和６年度はその広告料を減

額し、移住・定住プロモーション事業を委託料

として３２９万９,０００円を計上していま

す。 

 負担金、補助及び交付金で、近年の申請件数

の増加に合わせて、活力のあるまちづくり推進

助成金を２００万円増額しています。 

 ほかは例年と大きな変更はなく、記載のとお

りです。 

 ナンバー４は、地域交通事業費です。負担

金、補助及び交付金で、七飯町地域公共交通活

性化協議会負担金は、令和５年度までは七飯町

地域公共交通計画作成を委託したコンサル事業

者と計画の進捗管理に向けた委託契約を締結し

ておりましたが、令和６年度からは委託契約を

締結しないで、職員のみで対応し、新たに七飯

町の公共交通の利用促進に資するパンフレット

を作成することとしたため、３６４万８,００

０円の減額となっております。 

 また、地域間幹線系統外補助金は国、北海

道、沿線自治体と協調して補助している路線バ

スの補助対象経費の増額が見込まれるため、１

００万円を増額したものです。 

 ほかは例年と大きな変更はなく、記載のとお

りです。 

 ナンバー５は、交流推進費です。昨年は６月

の第２回定例会において補正計上した中高校生

海外交流派遣研修事業に係る報償費、旅費が増

額となっているほか、昨年までは町長交際費で

対応していました三木町関係者等来町等の消耗

品費や賄費を交流推進費で計上しているため、

増額となっています。ほかは例年と大きな変更

はなく、記載のとおりです。 

 ナンバー６は、国際交流公用車管理費です。
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昨年は車検実施に併せてリアフェンダーのさび

の修繕に伴う自動車修繕料を計上しておりまし

たが、その分が減額となったほかは、例年と大

きな変更はなく、記載のとおりです。 

 ナンバー７は、セミナーハウス指定管理費で

す。令和６年度からの指定管理料が増額となっ

たほか、昨年実施した電気設備等改修工事費用

が減額となっているほかは、例年と大きな変更

はなく、記載のとおりです。 

 ナンバー８は、統計調査費です。令和６年度

は、令和７年度の国勢調査に向けた調査区設

定、全国家計向上調査、農林業センサス実施に

係る差額分が増額となっておりますほかは、記

載のとおりでございます。 

 説明は、以上でございます。よろしく御審議

のほどお願いを申し上げます。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑を行います。 

 川村委員。 

○川村委員 ちょっと１点だけ確認なのですけ

れども、共通様式ナンバー４の委託料の７１万

円。今回のこの実証実験はこれは令和６年度、

要は７年３月までこれ実証実験やって、その後

はどういう形になるのか。それともまだ７年度

以降も実証実験という形を取ってやっていくの

か、ちょっとその辺を教えてください。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 実証実験の件ですけれど

も、今年の１月末から始めております実証実験

ですが、１年間実証実験として行う予定ですの

で、令和７年１月末まで実証実験を行いまし

て、その後につきましては現在の予定では、利

用状況を見まして、本格運行に移行していく予

定でございます。その際には、現在無料で実証

実験を行っておりますけれども、利用者の方か

らは運賃を徴収して、通常の乗り合いの免許を

取得して、本格運行に移行していくという予定

で、現在作業を進めている最中でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 それであれば、問題なく終われ

ば、来年の７年４月以降には、本格的に実施し

ていくという認識でよろしいでしょうか。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 令和７年２月で丸１年に

なります。２月から、１月末に始めております

ので、２月で丸１年になりますので、２月から

本格運行に移行したいという予定で、現在進め

ております。 

 現在運行しておりますので、バスの中に職員

が何度も同乗して、利用者の方と利用料金の設

定についても、ちょっと御意見を伺いながら

行っています。実際、決定に当たっては、もっ

と意見交換会だとかも開催する予定ですけれど

も、おおむね今のところ利用している方から

は、お金を払ってでもやっぱり乗り続けたいと

いうようなお声をいただいているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 いろいろあります。 

 まず、ナンバー２。私の一般質問でも、さん

ざんテーマにさせてもらいました。委託料、総

合計画等調査策定業務委託料６０４万円。これ

が第６次ということで盛られているのですが、

一般質問でもやり取りさんざんしましたけれど

も、結局、この計画は意味があるのですか。 

 それぞれの所管のところで、計画を立てて実

施しますという答弁もらいましたよね。聞いて

ましたでしょう。この計画で、この建物に幾

ら、あの建物に幾らという具体例は何にもつ

くっていないのですよ。ただ、面積で国の係数

を掛けて、それで百何十施設やると全部で２０

０億円かかるだとかという、そういうことが基

になっている、これ計画書なのですけれども、

またそれにこの６００万円もかけて、実は、例

えばそのセミナーハウスの暖房が駄目になった

から、これも直さなければ駄目だ。さんざん言

いましたけれども、こういう計画立てるのであ

れば、調査をして、七飯町内の公共施設が今現

在どうなっているのかをきちんと調べた上で計

画を立てなければ、何にも予算を組む意味がな

いと思うのですよ。この６００万円、ただただ
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捨てるお金ではないですか。今までやってきた

ものが何にも役に立っていないのだから。その

点についてちょっとお伺いをしたいと思いま

す。 

 それからナンバー４。今、同僚議員が質問し

た件なのですが、大沼からの無料のバスを今実

験していると。来年の２月からは有料になる

と。アンケートは取っていらっしゃるのでしょ

うけれども、無料だから乗るという人もいるの

ですよね。有料になったら乗らないのであれ

ば、こういうものを実施しないほうがいいとい

うことにもなりかねないので、何度かきちんと

ここからここまで乗ったら幾らという具体な数

字を出して、それで利用者がどのくらいいるの

かという推測をする必要があると思うのですけ

れども、そういう予定があるかどうかをお聞き

したい。 

 それから、その下のほうですけれども、地域

間のバスですね。国と道と路線バスへの補助金

を出していらっしゃる。これも今までずっと

やっていらっしゃることなのですけれども、今

年は１００万円増えてますね、今回は。バス会

社が大変だから出すというのはそれは分かりま

すよ。バス路線がなくなったら大変だから補助

を出すということなのでしょうけれども、この

バス路線というのは、例えば今その地域交通な

どときちんとリンクさせて、このバス路線を支

えるための仕組みというのも考えないと。ただ

単にバス路線にお金を出します。足りなくなっ

てきたから、では今年また１００万円増やしま

す。利用者が増えないものに対して、そういう

補助金に出していても、バスの利用者がどんど

んどんどん減っていけば、結局赤字赤字で最後

はなくなってしまうのですよ。だから同じお金

出すにしても、どういうふうにその収益を上げ

ることにつなげていくかということも含めたき

ちんとした検討、そういう話合いが必要かと思

うのですけれども、今までそういうことやって

らっしゃるのかどうか。今後どうなのか。今分

かる範囲でお答えください。 

 それから、ナンバー５。報償費のところに、

海外交流派遣研修事業報償費４５４万６,００

０円と、これが新たに盛られてますが、私はあ

まりこういうものにお金をかけるよりは、今い

る子どもたちにもっといろいろな投資をしたほ

うがいいという基本的な考えを持っているので

す。これを新たに盛った理由というのを、もう

一度ちょっと説明をお願いしたい。どうしても

このぐらいの金額が必要なのか、内訳をお願い

したいと思います。 

 これと同じです。それに関する旅費、多分こ

れ同じものだと思うのですけれども、その説明

もう一度、申し訳ないですけれどもお願いしま

す。 

 それから、ナンバー７。セミナーハウスの指

定管理料３,７３１万円、これが５７４万円増

えていますね。この増やした理由をお願いした

いのと、そもそもこのセミナーハウスの指定管

理の中に、設備の管理だとか責任を持った管理

をさせている経費というのは見ていらっしゃる

のですか。この最後の項目に、修繕工事が終了

したというのが出ているのですけれども、今ま

で思っていたのは、セミナーハウスの建物は町

の建物ですから、何かあれば町がお金を出して

管理してきているはずなのですよね。ところ

が、実際にそれを運用している人たちには責任

がないのか、あるのか。これ使い方は大分違う

と思うのですけれども、そこの説明をお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 まず、総合計画について

なのですけれども、総合計画は１０年ごとに更

新する町の最上位計画というふうな位置づけに

なってございます。今回は、総合計画に併せ

て、まち・ひと・しごと総合戦略、それと人口

ビジョンも同時改定をする予定でございます。 

 平松委員、一般質問のときに、施設の長寿命

化であるとか、検討であるとか、それについ

て、総合計画とリンクしてないのではないかと

いうふうな意味合いの御質問をして、やり取り

をしていたかと思います。 

 当然、総合計画ですので、この１０年の期間

内にどういう施設を整備していくというのを、
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当然のせていきます。第５期のときにも、第５

次のときにもそういうのはのっています。その

中で、当然この施設については、耐用年数がも

うこのぐらいに来ているのでそろそろ整備しな

ければいけないというのは、当然第５次でも同

じような検討をしてつくっていたわけですけれ

ども、一般質問で町長も答弁していたとおり、

予想外の猛暑で学校にエアコンをつけるである

とか、危険な建物、学童保育の施設がちょっと

危険なので早めに整備しなければいけないとい

うことで、当然１０年前に立てた計画とずれて

きて、５年後にまた更新していますけれども、

そこでもずれてきたということはございます。

しかし、また同じように、基本的にはこの総合

計画が最上位計画になりますので、その策定に

向けては、議員おっしゃっていたとおり、各施

設の在り方、今現在現状どうなっているのか、

そういうのは当然各課においても、調査、審査

しながら、総合計画の検討委員会のテーブルの

場に出てきて、それで策定をしていきますの

で、一応この総合計画が現在七飯町の最上位計

画であって、議会基本条例の中においても、議

決事項として総合計画の策定については指定を

されておりますものですから、総合計画の策定

というのは必要なものであるというふうに考え

てございます。 

 次に、利用者ですね。大沼のお出かけ号の利

用者の増加だとか利用状況についての話合いと

いうのは、当然これからやっていきますし、利

用計画、今、週に３便でやっておりますので、

火・水・木、週に３回やっております。その中

でやっているのですけれども、当然利用者の方

がどこから乗って、どこまで使ってというの

は、今１か月たったところですけれども、集計

も全部取っておりますし、毎回ではないですけ

れども、大体３回に１回ぐらい今のところ職員

が同乗させていただいて、利用者の方のお声も

聞かせていただいています。 

 先ほども申し上げましたけれども、乗ってい

る方につきましては、先ほど、ただだから乗る

という方もいるというふうにおっしゃってまし

たけれども、現在乗っていただいている方につ

いては、お声を聞かせていただけると、大変助

かるということで、やっぱり今無料で使わせて

もらって大変助かっているけれども、やっぱり

長続きしてほしいので、幾らかでもお金を払っ

てでも続けてほしいという声はいただいていま

す。金額についても、例えば人によっては５０

０円払ってもいいとか、１,０００円払っても

いいという方もいらっしゃいます。ですので、

乗っている方の声だけではなくて、地域の乗っ

ていない方もいらっしゃると思いますので、地

域の方との意見交換、公共交通計画をつくって

から、毎年各地域で意見交換をさせていただい

ていますけれども、大沼につきましてもそのよ

うな意見交換は、特にこのバスの運用の在り方

についてはさせていただくつもりでございま

す。 

 次に、バス路線の補助の話だと思います。こ

の地域間幹線系統のバス補助というものは、国

と北海道と沿線自治体が距離に応じて、国が半

分、残りの半分を道と沿線自治体が距離に応じ

て補助しているものでございます。これは、国

のルールに従って補助しているのですが、何で

もかんでも補助の対象になるわけではなくて、

乗車密度がある程度超えて、要は全く乗ってな

いバス路線が補助対象になるのではなくて、あ

る程度乗っているのだけれども、乗車密度、１

キロ当たりの乗車人数が１５人を切ってしまっ

て、なおかつ、まだある程度乗っている利用者

が多いというふうに、集計上認められた人数の

バス路線が補助対象になっているものでござい

ます。 

 今回、対象になって増額が見込まれているの

は、富岡線と言いまして、北斗駅から下通りを

走って、旧道のほう、旧国道５号線ですね、旧

道のほうを通って石川町に抜けて、石川町から

富岡のほうに抜けて、赤川通を通って、五稜郭

を通って、駅前バスセンターのほうに行く路線

なのですけれども、この路線、スタートは北斗

市、次に七飯町を通って、最後は函館市を通る

のですけれども、距離としては七飯町を通る距

離が一番長いものですから、沿線自治体の中で

は七飯町の負担割合が一番多くて、それで
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ちょっと１００万円ほど見込んでいるところな

のですけれども、全然乗っている人がいないと

いうよりは、むしろ今まで補助対象外だったの

で、乗車密度は１５人以上クリアしていたので

すけれども、コロナ禍で乗車人数が若干減って

きたことがありまして、コロナ特例で、去年ま

では１５人切っても補助を出す路線にならな

かったのですけれども、コロナ特例が切れてし

まったものですから、令和６年度から地域間幹

線系統の補助対象の路線になるということで、

それが運輸局からの連絡で分かったものですか

ら、１００万円を増額しているというもので、

それらのバスについての連結、乗車を、もちろ

んふだんからバスの利用促進をしていく必要が

あると思っていますので、それで、例えば今年

度法定協議会の負担金の中で、一般の地域公共

交通の利用促進策として、例えばバスの路線

図、バスだけではないですけれども、バスとＪ

Ｒであるとか、町内の公共交通の路線図である

とか、そういうものをちょっと分かりやすくつ

くった冊子のようなものをつくって、全戸配布

をしてみたりということを考えています。 

 あと、函館バスの方とは、大体何か月かに１

回ぐらい、直接お会いしてお話をする機会もご

ざいます。中には、例えばバスの乗換え、バス

ダイヤの改正によって、今まで例えば、役場下

で５号線で降りて、そこからななえ新病院まで

向かうバスに乗換えが結構スムーズにいってい

たのだけれども、バスダイヤの改正で、そこで

かなり待ち時間ができてしまってという話を、

役場のほうに御意見いただいたりもしているの

で、そういう御意見がありますので、何とか連

結について考えてもらえないですかとか、あ

と、こっちのほうにバス停がもうちょっと寄っ

ていたら少し乗換えが楽なのだけれどもとか、

そういう御意見、たまにいただくことがあるの

で、そういう御意見も函館バスさんのほうに

は、うちのほうから伝えさせていただいたりは

してございます。 

 ナンバー５、報償費と旅費の関係ですね。中

高校生の海外交流派遣事業の旅費、皆増になっ

ていますけれども、令和５年は６月の補正で提

案したものですから、当初予算と比べると皆増

なのですけれども、内容としては令和５年度に

やったものと同じ内容のものでございまして、

中高校生が、各町内の中学生が５名と、七飯高

校生が３名、それと引卒の教員が１名と、引卒

の職員が２名、計１１名が７泊８日で、姉妹都

市でありますアメリカのコンコード町に行って

ホームステイをして、当地、現地の学生と交流

をしてホームステイをしながら、現地の学校に

通って海外の異文化を生で体験して帰ってくる

という内容でございます。 

 平松委員からは、一般質問でも同じ内容を御

指摘いただいて、今、ウェブ、Ｚｏｏｍなどで

行かなくても交流できることが結構増えている

ので、そのような直接人を送ってお金をかけて

やる事業が必要ないのではないかというような

趣旨の一般質問をいただいて、その際にもお答

えはさせていただいておりますけれども、町と

いたしましては、七飯町の未来を担う中高校生

にできることなら直接海外に行って、現地の人

間、現地の家庭で生の国際体験をしていただい

て、それを帰ってきて、その子どもたちだけで

はなくて、全体の報告会もありますけれども、

それぞれの学校でも独自に報告会をやっており

ますので、実際行っていない子どもたちにもそ

の経験、こういうことがあったというのを還元

もしていただいているわけでございますので、

町としては、この海外交流派遣事業について

は、今後も、今年度も引き続き続けていきたい

という趣旨の予算でございます。 

 以上でございます。 

 すみません、答弁漏れがございました。 

 １２月の定例会で可決をいただいたセミナー

ハウスの指定管理料でございますが、12 月の

定例会でも御説明をさせていただいております

が、指定管理料３年分で１億１,１９３万３,０

００円、１年分にいたしますと、こちらに出て

ているとおり、３,７３１万１,０００円の金額

で５７０万４,０００円の増額となっておりま

す。増額の内訳でございますが、セミナーハウ

スを指定管理している団体の職員の人件費の

ベースアップ分と、それと様々な燃料費だとか
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電気料だとかの高騰を含めた値上げ分でござい

ます。 

 施設の管理につきましては、施設自体は七飯

町の所有でございますので、１０万円を超える

修繕については七飯町が実施する決まりになっ

てございます。１０万円以下の軽微な修繕につ

いては、指定管理を受けている団体のほうで修

繕をしてございます。ただ、財団のほうで内部

留保もあって、繰越しの予算でちょっと残って

いる部分もあったりする場合については、１０

万円を超える修繕であっても、指定管理を受け

ている財団のほうからの申入れで、財団の費用

で実際に修繕をしていただいている部分もござ

います。例えば、セミナーハウスに渡る橋の手

すりの部分の木が腐っている部分であるとか、

そういう部分については１０万円を超える部分

についても、財団のほうからの申入れで、財団

の費用で修理をしてもらっている実績がござい

ます。 

 管理については、管理も含めて、財団のボイ

ラーであるとか、そういう部分は業者のほうに

再委託をして管理をしているわけでございます

けれども、施設の管理についても、指定管理者

である財団が一義的に、常駐していますので管

理はしてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 ナンバー２の総合計画の話ですけ

れども、一般質問のときにもさんざん指摘をし

ましたけれども、今課長は具体の数字が出てい

るというふうにおっしゃいましたけれども、出

ていませんよ。数字は出ています、確かに。だ

けれども、それは、例えば大中山中学校の屋根

を直したら幾らになるとか、そういう詳細な数

字ではないのですよね。建物の面積で、築年数

でいって、例えばこれを全部建て替えたら幾

ら、これを長寿命化にしたら幾らとかという数

字なのです。だから、何にも出ていないよりは

いいかもしれませんけれども、それを当てにし

て何かやろうと思っても、全然結局何にも使い

物にならない。それで、財務のほうでも、具体

の担当課のほうできちんとお金出して、それで

対応しますということを言っているのだから。

はっきり言って、これなくても、それぞれの課

が所管している建物をどうするかということを

決めて出せば済む話ではないのかなと思うので

すけれどもね。だから、この６００万円という

お金が必要なのかどうかが甚だ疑問なので、今

聞いているのです。６００万円分、別に回して

も何にも困らないと思うのですよね。ただ、国

からその補助金がもらえなくなるからとか、そ

ういうものがあるのかもしれませんけれども、

もう一度御答弁願いたいと思います。 

 それから、地域間のバスの話、分かりまし

た。これは前からの話で、国、道、それから

我々が持っている。これは、路線がなくなった

ら困るから持っているのですよ。けれども、

さっきも言いましたけれども、なくなったから

困るという持ち方であれば、ただお金を足りな

い分だけ足して足してというやり方で、いつか

は駄目になります。だから、どうやったらその

効率が上がるのかということも真剣にやっぱり

考える場が必要ではないかなと思うのです。例

えば地域交通を考えるときに、きちんとこうい

うバスを使う、それから地域交通だけではなく

てふだんからも、例えば免許の返納、返したら

幾らとかと予算見てますけれども、そういうお

金を渡すよりはバスに乗ってくださいと、バス

のチケットを渡して利用率を上げるだとか、そ

ういうことをやって、このバスがなくならない

ような方策というのは必要ではないかなと思い

ますのでもう一度御答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 それから、最後のセミナーハウスですけれど

も、例えば今現在、同時通訳の器械というのは

作動するのですか。前に壊れたと聞いてました

けれども直したのですかね。 

 結局、セミナーハウスの魅力はどういうもの

なのかということを、指定管理者は、私は生か

してないと思いますよ。ただ単に、３年間で１

億円からのお金をもらって、それで職員も増や

した、職員の給料も上げる。そんなただお金を

減らしていくだけのために、１億円も出すので

あればもったいないと思いますよ。どうやって
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セミナーハウスを七飯の活性化につなげていく

かということが、常々指定管理者のほうから提

案があるべきだと思うのですけれども、そうい

う考えとかというのは、協定結ぶときにやって

ないのですか。やってるはずなのですけれど

も、それに力が入ってるのかどうかお答え願い

たいと思います。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、３点ほど御質

問があったと思いますので、お答えをさせてい

ただきます。 

 まず、総合計画の件なのですけれども、確か

におっしゃるとおり、総合計画は町の最上位計

画ということで、以前は地方自治法で各市町村

に１０年間の総合計画の策定が義務づけられて

おりました。地方自治法は改正されまして、そ

の策定義務というものはなくなりましたけれど

も、七飯町を含め多くの自治体で、そのまま１

０年間を期間とした町の最上位計画である総合

計画の策定は引き続き続いておるのが現状でご

ざいますし、先ほども申し上げましたとおり、

七飯町議会基本条例でも、総合計画の改廃につ

いては議決事項として指定をされているところ

でございます。 

 それにあわせて、今、まち・ひと・しごと総

合戦略という、今はその名前ですけれども、今

国のほうで名前が変わりまして、デジタル田園

都市国家構想ということになって、そちらのほ

うも同時に併せて改定をしていくつもりでござ

います。 

 先ほど委員もおっしゃいましたけれども、ま

ち・ひと・しごと総合戦略と、それに名前が国

のほうで変わりましたデジタル田園都市国家構

想については、各種交付金を頂くために、国の

ほうから頂くために、町の各自治体のほうで策

定をしておく必要があるものでございます。そ

れは一面として確かでございます。 

 それにあわせまして人口ビジョンについて

も、同じく現在の人口ビジョンは一応計画期間

ではないですけれども、それに合わせて人口ビ

ジョンの改定もするべきということで、この三

つの計画を一つの計画、中身としてはそれぞれ

の名前ついたもので分かれているのですけれど

も、一冊の計画書として取りまとめる作業を委

託するというのが今回の内容でございまして、

現在、近隣であれば江差町さんでも同じような

やり方で、総合計画をまち・ひと・しごとと人

口ビジョンと合わせて改定をして一冊のものに

しているのですけれども、うちとしても時期が

ちょっと違うだけで、ばらばらに策定委託をす

るよりはまとめて一本で委託をしたほうが、コ

ンサルの委託料も低く抑えられるということ

で、今回作業の効率性も考えて、このような計

画の委託の仕方になってございます。 

 総合計画にのっているのが意味があるのかと

いうふうにおっしゃられまして、先ほどもお答

え申し上げましたけれども、やはり町の最上位

計画ですので、これを策定の担当している政策

推進課としては、これにのっている事業という

のは、この計画期間内にやるべきものというふ

うに考えてはいます。しかし、各課において、

各現場において、どうしても先にやらなければ

いけない事業が出てきて、総合計画にのってい

る事業なのにちょっと後回しにされてしまった

りというのは、実際にあるのは事実として、こ

の前の一般質問の答弁でもあったとおりでござ

いますが、総合計画の担当課としては、非常に

ちょっと複雑な思いもしておりまして、この総

合計画にのっている事業については、やはり総

合計画の期間内に着手するなりというのが本来

の姿だと思っています。ですから、事情があっ

てできなくなったものについても、次期の総合

計画をつくる際には、その原因であるとかを総

括して、それから第１章に入っていくべきなの

かなというふうには思ってございます。 

 次に、路線バスの利用促進についてでござい

ます。今回、バスの補助金の増額ですけれど

も、実際、函館バスさんと定期的にお話をして

いるというふうに申し上げました。函館バスさ

んでは、皆さん、二種免許をお持ちのバス運転

手さんが大変少なくて、どこの路線バス会社も

苦労しているということはよくニュースだとか

目にされると思うのですけれども、函館バスさ

んも大変非常に厳しい状態でございまして、正
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直申し上げて、補助金をもらったからといって

維持できるのもなかなか厳しい状態になってき

ているということで、函館バスさんからも、先

ほど委員申し上げましたように、路線の効率化

というのもぜひ進めていきたいというふうに申

入れをされているところでございます。もはや

各自治体からお金をもらったからといって、幾

らお金をもらったところでもう人がいないのが

確かなので、路線を維持していくことが非常に

厳しいということで、路線の効率化などについ

てもお話合いをしているところでございます。 

 実際、町といたしましても、北海道の渡島総

合振興局と協力して、バスの運転手さんの合同

就職説明会だとかの周知だとか、実際の現場で

のお手伝いとかもさせていただいております。

先ほどおっしゃっていたとおり、例えばバスの

運賃を補助するような方策を考えるべきではな

いかという御意見もいただいていますけれど

も、それについては現状の予算には入っており

ませんし、公共交通計画の中では、バスの利用

促進というのは入っていますので、実際、今現

在まだ検討はしていない段階ですけれども、バ

スの路線維持、運転手の確保につながるバスの

路線維持ということでは、そういう方策も検討

していく必要があろうかというふうに考えてご

ざいます。 

 セミナーハウスの委託料についてですけれど

も、先ほどの国際会議場の同時通訳の器械が現

在使えるかどうかについては、今現在手元で資

料がないので把握はしてございません。ただ、

毎年セミナーハウス自体が国際会議場としての

役割というよりは、最近は音響のよさだとか環

境のよさを生かして音楽イベントであるとか、

もともと学会の利用だとかが多かったのですけ

れども、最近は音楽イベントだとかに特化して

利用者の増加を団体では図っているところでご

ざいます。 

 財団といたしましても、例えば昨年について

は、函館に来るクルーズ船のオプショナルツ

アーで、セミナーハウスの国際会議場でクラ

シックコンサートを開いたりとか、新しい試み

で何とか新しい利用者を増やす手だても考えて

ございます。 

 昨日でしたね、セミナーハウスの令和６年度

の事業予算と事業計画でもお話をさせていただ

きましたけれども、今までとは違って、利用者

の声を生かして、例えば映画の上映会であると

か、音楽関係だとか芸術関係の利用の促進も増

やす、そのような方法で、指定管理者のほうで

は様々な工夫を凝らしているところですので、

御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 池田委員。 

○池田委員 それでは、資料の請求をした部分

で、事業名とそういうのはあまり控えてくださ

いということで、もらいました資料、８番、９

番、１１番の事業ありますよね。この事業に対

して、やはり町としては七飯町活力あるまちづ

くり推進事業ということで補助金を出したので

すけれども、やはりこれの事業に対して、どう

ですか、経過的に見て、活動内容が七飯町の活

力ある事業だったと思って補助金を出したので

しょうか。その辺ちょっと聞きたいです。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 申請をしていただいて、

審査をして、内容として合格をしているもので

ございます。規模の大小はあろうかと思うので

すが、実績報告も提出されていますので、効果

として大きい少ないはあるとは思うのですけれ

ども、一定の影響は与えたのかなというふうに

思ってございます。それで、今……（発言する

者あり） 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 この三つのものであれば、要は報

告書とかあるはずなので、その資料とかも出し

てもらったほうが分かりやすいのかなと思うの

ですけれども、実際行われたイベントの。 

○川上委員長 出ますか。どのくらい時間かか

りますか。 

 暫時休憩します。 

 ２時再開いたします。 

午後 １時４６分 休憩 

────────────── 
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午後 ２時００分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続きま

して、再開いたします。 

 委員の皆様のお手元に資料が行き渡っている

と思いますけれども、政策推進課長の答弁から

再開いたします。 

 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 今お手元にお配りいたし

ました三つのイベント補助の内容について、全

部説明すると非常に長くなってしまいますの

で、それぞれ事業の目的だけを説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、ナンバー８になります。アースデイ＆

クリーニングデイ道南２０２３なのですけれど

も、これは目的としては、地球環境について考

える日であるアースデイのイベントを七飯町で

開催することで、地域の宝である七飯町の自然

のすばらしさ、大切さについて、改めて町民の

皆さん、近隣からの御参加の皆さんとともに考

えるきっかけにする。そして、シニア世代の方

たちが幼少期に経験した七飯町の豊かな自然と

ともにある暮らしを、地域のシニアの皆さんか

ら子育て世代へつないでいくことが地球に優し

い持続可能なまちづくりの大切なヒントにな

る。七飯町の豊かな自然環境を生かし、持続可

能な町としてブランディングすることができれ

ば、移住者や観光客の誘致につながる。また全

国的に有名なアーティスト３組を大沼にお呼び

することで、イベントのテーマでもある「みん

なちがって、みんないい」を体感してもらうと

ともに、全国の方々に七飯や大沼を知ってもら

うきっかけとするという内容の目的の事業でご

ざいました。 

 団体の概要についてはめくっていただくとあ

りますが、一応七飯の町民の方が５人以上で組

織されている団体でございます。 

 次に、ナンバーの９番、第１回近未来フェス

ｉｎ七飯町ということで、事業の目的として

は、これから３０年の歳月をかけて、輝く七飯

をつくっていく次世代の若者たちを発掘し、若

者たちの主体性を大切にして、若者たちを育成

していくという七飯の風土、文化をつくってい

くということを考えるきっかけとするという事

業内容でございまして、団体の概要については

めくっていただくと分かるとおり、代表者の方

以外の団体の方は、七飯町の町民の方で構成さ

れているものでございます。 

 ナンバー１１、事業名が「チーズとワインと

シャンソンと」ということで、目的はここの表

紙のところに書いてございますが、地域交流の

促進と次世代への継承、地域住民同士が集ま

り、コンサートとチーズマルシェを楽しむ場を

提供することで、地域のつながりと結束を強化

します。同時に次世代に向けて、コミュニ

ティーの重要性と共感の大切さを伝え、地域の

価値観を未来へ継承します。文化と歴史の発信

と次世代への魅力、シャンソンコンサートと

チーズマルシェを通じて、地域の特産物や芸術

文化を広く知らせ、次世代に対して地域の魅力

を伝えます。これにより、次世代が地域に誇り

を持ち、その世代、文化と歴史を守り育ててい

く意義を育成します。また、シャンソンは高齢

者でも聴きやすく人気があります。高齢者の参

加を促進し、食と音楽を通じた多世代交流も狙

います。食育と健康意識の向上と次世代の健

康、チーズマルシェでは地元のチーズ生産者が

参加し、地域の食材や食文化を紹介します。次

世代の健康意識、向上を図ると同時に、健康な

食生活や食品の重要性を次世代に伝え、健やか

な未来につなげますということで、団体は会員

名簿が別紙でついてございますが、５人以上の

方が七飯町の住民の方で構成された団体という

ことになってございます。 

 それぞれについて、後ろに実績報告ついてご

ざいまして、経費の内訳や領収書、領収書は

ちょっと資料が膨大になるのでつけてないので

すけれども、実績報告と当日の様子の写真など

がついてございます。 

 町といたしましては、まず申請段階では、町

の条例に沿った団体からの申請でございました

のでお受けをして、審査決定をして補助を決定

しているものでございますので、先ほど申し上

げましたとおり、それぞれ集客人数だとかの大

小はございますけれども、効果があったものと
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いうふうに判断をして、補助金を交付したもの

でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 すみません、池田委員。 

○池田委員 それでは、今この資料を見させて

もらいました。これから、やはりこういうよう

な事業のまちづくり推進事業に対しては、町の

ほうはこれからもまだまだ推進していくと、そ

ういう考えでよろしいですか。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 今年度、当初予算で昨年

に比べて２００万円の増額の予算を組ませてい

ただいております。まちづくり、地域を活性化

するイベントについては近年申請件数も多く

なってございますので、町としてはそれぞれの

事業が予算の範囲内ではございますけれども、

できる限り応援できるように努めていきたいと

考えてございますが、現在、この活力のあるま

ちづくり活動支援助成、この補助金について

は、制度ができましてから内容についてほとん

ど条例に書いてございますので、条例制定され

てから一度もその条例の改正がされていないの

も現状でございます。時代にちょっと合ってい

ない部分だとかもあるかもしれませんので、条

例改正で対応できないところは、条例改正では

ない方向でも対応していきたいと思いますけれ

ども、条例改正しなければちょっと時代に合わ

ない部分もあるのであれば、その辺もうちょっ

と検討しながら、例えば事業の効果の測定の仕

方だとかについて、ちょっと考えていく必要が

あろうかなというふうには考えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 池田委員。 

○池田委員 今それで、課長のほうから条例改

正等だとか少し考えていきたいということがあ

りましたので、これ以上言いませんけれども、

やはり七飯町民が納得得るようなまちづくり推

進事業、例えば一般質問でもありましたけれど

も、納涼祭のほうの部分の、町民が幸福感を感

じるような部分にもっと予算を回してもらっ

て、これを見るとやはり大沼なのですよね。大

沼が決して駄目だとは言いませんけれども、

やっている場所が国際セミナーハウスだとか、

そういうところでこれ開催していますよね。で

すけれども、やはり運動公園等で行われる納涼

祭、かなりのやっぱり集客数があります、そう

いう部分、やはりこういう事業も踏まえなが

ら、その中で予算をボリュームアップして、納

涼祭のほうに重ねていくような、やはり大沼の

国際セミナーも確かに大事ですけれども、やは

りこっちのほうの事業にももう少し力を入れて

みたらどうかなと思いまして、ただ、今、課長

から検討していく余地があるということですの

で、これ以上聞きませんので、よろしいです

か。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 お答えをしてまいりま

す。 

 納涼祭については、当町の他の課で補助金を

持ってございます。この活力のあるまちづくり

補助については、他の補助の対象になるものに

ついてはそもそも対象にならない補助の事業で

ございますので、例えば納涼祭の場で納涼祭と

は別の、例えばイベントを開催して、納涼祭の

補助とはまた別の内容でやるということであれ

ば、対象になる可能性はございますけれども、

納涼祭自体は商工労働観光課の方の補助がある

ものですから、この補助の対象にはすることが

できないということで、御理解をいただきたい

と思います。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 上野武彦委員。 

○上野委員 ナンバー３ですね。ナンバー３の

この中では、移住・定住関係人口創出拡大事業

ということで、今回、委託事業として、移住・

定住プロモーション事業ということで委託事業

３２９万９,０００円という委託がされており

ます。 

 今、七飯町も人口減対策ということでは課題

となっている問題なのですけれども、この委託

事業というのはプロモーションという形であり

ますので、何か宣伝活動という形の中身なのか

どうか。基本的にどのような事業が考えられて
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いるのか、その辺についてひとつお伺いしたい

なというのが一つです。 

 それからその下のほうに、恋人の聖地広域市

町村連携共同基盤事業負担金ということで５０

０万円。これはかなり前からこのような事業と

しての負担がされておりますけれども、年間５

００万円という金額が使われて、実際どのよう

な取組が行われて、七飯町にとってどのよう

な、そういう効果が考えられているのか、その

辺もう少し、その中身が分かるような説明をし

ていただきたいなと。 

 それから、その次にナンバー４です。ナン

バー４は、これは七飯町の移動支援事業という

ことでありますけれども、これは大沼での実証

実験行われておりますが、ただその他の地域で

の公共交通の活性化に関しては、協議会の負担

金ということで１１０万円、これは協議会の開

催の負担金だとは思うのですが、今後の大沼以

外の地域のこういった公共交通に関して、今年

度この協議会といいますか、検討委員会みたい

なところで、どのようなスケジュールで、どの

ような形で進めようとしているのか、その辺に

ついて少し分かるように説明をお願いします。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、御質問いただ

きました、まず、移住・定住プロモーション事

業の委託料でございますけれども、これはＳＮ

Ｓやインターネットのサイトを使った総合的な

プロモーションを一つの会社に委託して実施す

るものでございます。様々なＳＮＳ、この会社

は特にＬＩＮＥ社とのつながりが強い会社なの

ですけれども、ＬＩＮＥだけではなくて、Ｇｏ

ｏｇｌｅディスプレイであるとか、ＴＶＢｒｉ

ｄｇｅであるとか、ネイティブ.メディアであ

るとか、そのような、それぞれ複合的にメディ

アを横断的に使ってプロモーションをするとい

うもので、昨年までこの恋人の聖地事業の予算

で七飯町の移住プロモーションの動画をまず一

番最初につくって、その次に昨年はシネアドと

いうことで、首都圏、三大都市圏の映画館で映

画が始まる前の広告を打ちました。今年度はそ

の移住プロモーションでできた動画などを使っ

てプロモーションをお願いするのですが、この

会社につきましては、実績として、今、皆さん

も御存じかと思いますけれども、北海道でふる

さと納税で非常に高い効果を出している白糠町

が２０１９年から現在に至るまで、ふるさと納

税のプロモーションを一手に委託している事業

者でございます。また、東川町、北海道の中で

非常に移住の実績を上げている町なのですけれ

ども、そちらのほうでも専門のサイトの作成、

パンフレットの作成、総合的なプロモーション

をこちらの会社に委託してやっているところで

ございます。それ以外にも、自治体、北海道、

東北だけで約６８ぐらいの自治体がこちらにお

願いしてプロモーションをしているのですけれ

ども、道南では今年うちが初めてになりますけ

れども、実際にやっぱり実績を出している会社

にお願いをしてやるのが一番効果的なのではな

いかということで、こちらのプロモーションを

予算に組み合わせて入れさせていただいたもの

でございます。 

 次に、その下にあります、恋人の聖地広域市

町村連携共同基盤事業負担金ということで、昨

年決算のときにも御質問いただいたかと思いま

すけれども、恋人の聖地があるまちが広域連携

して事業を実施しておりまして、これにつきま

しては、バーチャルコンパクトシティと申しま

して、仮想空間に、いわゆるメタバースのよう

なそれぞれのまちの仮想空間をつくりまして、

それぞれのまちに実際に住んでいない方が住民

登録をして、例えば七飯町の仮想空間の中で実

際の七飯町のまちを観光したり、特産品を見た

りという体験ができるような、まずサイトの作

成、管理、運営。それと、プロモーション活動

の一環として、恋人の聖地推進事業を連携事業

でまとめて、それぞれのまちが独自で行うと金

額がかかるものですから、それぞれの負担金を

出し合って、タレントの方にプロモーションを

していただくとか、そういう内容が入っており

ます。それと、この２０弱のまちが連携して事

業を行っておりまして、それを国に申請して進

めているわけですけれども、その取りまとめを

しているＮＰＯの人件費なども入ってございま



 － 35 － 

す。この５００万円というのは、全てのまちが

同じ額を均等に負担をしているものでございま

す。 

 次に、法定協議会における今後のスケジュー

ルですけれども、まず、この負担金百数十万円

ありますけれども、これについては、運営費だ

けではなくて、先ほど申し上げましたけれど

も、地域公共交通の利用促進のためのパンフ

レットの作成経費が大半を占めてございます。

各路線の時刻表であるとか、つながりであると

かを分かりやすくまとめた時刻表をつくってお

配りすることで、既存の路線公共交通の利用促

進を図りたいということが一つ。 

 今後のスケジュールについてでございます

が、今、大沼については、先ほど申し上げまし

たとおり、１年間の実証実験の後、本格運行に

移行するということでスケジュール的にはお示

しできるのですけれども、他の地域について

は、現在、まだ実際の地域の事業者の方である

とか、バス事業者の方と協議をしているところ

でございまして、具体的にいつからどこで何を

やるというところまでは、今現在、まだ発表が

できる状況ではないものですから、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

○川上委員長 上野武彦委員。 

○上野委員 バーチャル空間での宣伝という形

で取組が一つあると。ただ、実際にそういう形

で実施してきているのかなと思いますけれど

も、その実績といいますか、実際にその活用と

いいますか、参加されたそういうバーチャル空

間の利用者という形の実績はあるのかどうか。

それはどんな状態なのかというのをひとつまず

お伺いしたいなと。 

 それから、先ほど関係では言ってませんでし

たけれども、活力あるまちづくりということで

は、お試し移住体験という形でこれまで行われ

てきておりますけれども、この事業が今回予算

縮小されております。この実態がどういうこと

なのか。これまで四、五年やっていると思いま

すけれども、これまでのお試しの活用状況、参

加状況、これが分かりましたら、ちょっと年間

の活用状況をお知らせください。 

 それからそのお試しの移住体験された方が、

実際に七飯町に移住という形で、成果として現

れているのかどうかということも含めてちょっ

とお願いします。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 まず、バーチャルシティ

の登録者数等についてはちょっと今手元に資料

がございませんので、数については後ほどお知

らせしたいと思いますが、実はその効果として

は、お試し移住体験事業の利用者の中に、この

横連携をしている２０弱のまちの中で、バー

チャルメタバース空間で七飯町のことを知っ

て、それで実はお試し移住しに来てくれた方が

いらっしゃいます。ということで、数は少ない

ですけれども、実際にそれを通して七飯町を訪

れていらっしゃる方もいらっしゃるというのは

事実でございます。 

 そのお試し移住の実績なのですけれども、申

し訳ありません。ちょっとちらかっておりまし

て、持ってきてはいるのですけれども……、ま

ず始めたのは令和４年度から、令和５年度で２

年目です。令和４年度は、４組９名の方が利用

していただいております。そのうち２組の方

が、令和５年５月と令和５年３月に、それぞれ

七飯町内に移住をしてきていただいておりま

す。令和５年度については、今現在、事業は申

込み締切りして終わっていますので、全部で７

組の方が、７組１７名の方がお試し移住体験利

用していただいておりまして、そのうち今分

かっているのが、１組、小学生のお子さんがい

る世帯３名が、今月中に大川の方に移住してく

ることが決まっております。そのほかにも、令

和５年度に利用した方で、１組２拠点で居住し

たいということで、町内のほうに土地を購入し

ていらっしゃる方もいらっしゃいます。 

 効果としては、２年目ですけれども、１年目

に比べて数は上がってきているものと思いま

す。ただ、予算が縮小したのは、予算の泊数が

予算計上段階で７泊８日の最大で見ていたので

すけれども、実際、泊まっている方の泊数を見

ると、４泊ぐらいが平均なので、ちょっと実際

に合わせて、金額を減らしたといったところで
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ございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 関連になりますが、ナンバー３の

事業目的が、住民自治の地域づくりを進めると

いうことで、定住促進の科目であるということ

で、先ほどから何人か御質問されて答弁してい

ただいておりました。 

 まず、活力のあるまちづくりの推進助成金が

倍増になったという、２００万円だったのが４

００万円ということで、町としては緊縮財政の

中にあって、このような金額が出されたという

ことは相当期待をされているかなと思います。

課長も先ほど、条例、時代に合ったというか、

いろいろ条例も考えていかなければない時代に

入ってきているのかなという御答弁もありまし

た。 

 これはどういった、申込みの方法はインター

ネットだけで申し込むのか。これは町外の方が

代表になっておりますけれども、その方の申込

みで来て、本人の申込みで来ているのか。ま

た、審査員ですよね。どういった方が、どのよ

うな審査の仕方をされているのか、そのあたり

ちょっとお聞かせしていただきたいと思いま

す。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、お答えをして

まいります。 

 まず、予算を増額する提案をさせていただき

ましたことについてでございますが、コロナ禍

でイベント事業がしばらく続いてなかったとい

うことで、それまでずっと２００万円で来てい

たのですが、その範囲内で間に合っておりまし

た。コロナが明けまして、イベントの補助の申

込みがちょっと多くなってきたものですから、

実際御覧になっているとおり、令和５年度につ

いては２００万円以内で収まっているのですけ

れども、実際その予算が上限に達しているので

ということで、お断りをしていることも、イベ

ントも、件数何件かございますのは確かでござ

います。それがありまして、今後またイベント

が増えていくことが予想されたものですから、

イベントをはじめとした補助申請が増えていく

ことが予想されたものですから、２００万円の

増額をさせていただいたところでございます。 

 次に、申込みの仕方についてなのですけれど

も、インターネットで申し込むということはお

受けしていなくて、郵送か持参でお受けしてい

るものが全てでございます。基本的には申込書

を出す前に、かなり前段階からいろいろと御相

談を受けて、それで申込書を出していただくよ

うな形なのが実際でございます。 

 審査員については、現在４名の方が審査をし

ていただいております。町民の代表の方なので

すけれども、それぞれ町内会の代表の方である

とか、商工業者、自営業で自分で会社を経営さ

れている方であるとか、町内の数名の方に審査

をお願いをしているところでございまして、特

に任期というものは決まってはないのですけれ

ども、何年かに１回……。すみません、任期は

３年間なのですけれども、一応推進委員会議、

町民の代表７人以内の委員で構成するという規

則で決まっております。町長が委嘱をしており

まして、任期は３年なのですけれども、その再

任は妨げないというふうになってございますの

で、随分長いこと委員を務めていただいている

方もいらっしゃいますし、中には一、二年で

なっていただいている方もいらっしゃいます。

職種についても、年齢層についても幅広い方が

審査に当たっていただいておるというところで

ございます。ちょっと個人情報なので、この場

でお名前だとか申し上げられませんけれども、

そういった方に審査をしていただいてございま

す。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 活力のあるまちづくり推進という

ことで、代表者の方が地方の方であるというこ

とと、資料を見させていただきましたら、昨年

２２年ですけれども、今年はあれですけれど

も、１年かそのくらいの会社設立の方が代表と

なっていましたけれども、審議の中でそのあた

りの問い方であるとか、そういうことで中身も

しちょっとでも分かりましたら、そのあたり教
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えていただきたいと思います。 

 それと、ちょっとごめんなさい。先ほどの恋

人の聖地も高額な、設立当初は５００万円とい

う形で出ていたとも見てましたけれども、今後

ですね、とてもいろいろな部分でインターネッ

トとか様々なメディアを使って、様々公表もし

ているということで、これが毎年この５００万

円という高額な金額、負担金として出していく

という考えなのか、今後どのように費用対効果

について、それでいいのかどうなのかというよ

うなところを政策としてどう考えているのか、

そのあたりもちょっとお聞かせください。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 まず最初は、審査の内容

でよろしいですか。審査の内容。 

 一つ、町外の方が代表になっているイベント

の件ということでよろしいでしょうか。（発言

する者あり） 

 地方の方。審査には役場で必ず審査を行いま

すので、審査の場には必ず来ていただいており

ます。そこで現在……（発言する者あり） 

 代表者が地方の方。代表者が地方なのですけ

れども、町民が、組織の中に七飯町の方が５人

以上いれば、現状お受けすることが要件として

はできるという形になってございます。それに

ついて、今回、今までそういう例はあまりな

かったものですからちょっと目立っているかと

思いますけれども、条例上、この要件は満たし

ているので、申請はお受けをしたというところ

でございます。 

 先ほどの５００万円の件なのですけれども、

この５００万円の負担金というのは、この恋人

の聖地の事業は５年間、国のほうから指定を受

けてやるもので、負担金の５００万円について

は５年間固定費用で、うちのほうが下げるとか

下げないではなくて、これは固定したものです

ので、支払いとしてはそのまま続いていきま

す。ただ、その５００万円についても、地方創

生交付金が恋人の聖地関連で半分は補助対象に

なって、残りの半分のうち８割ほどが特別交付

税の対象になりますので、町の持ち出しとして

は５００万円のうちかなり少ない部分が持ち出

し、その他の部分についてもそうなのですけれ

ども、町の実際の持ち出しとしては大分少なく

抑えられているのですが、この５００万円につ

いてはもう決まったものですので、減額される

ということはございません。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 関連になるのですけれども、活

力あるまちづくり推進事業なのですが、一覧

表、１から１１までありまして、そのうちの八

つに関しまして、ほぼ草刈りですとか環境的な

ものになっていると思いますし、金額的にも、

恐らく皆さんでものを持ち寄って、ガソリンだ

とか消耗品だとか飲み物だとかというもので、

それに対する助成金なのかなというふうには見

えます。地域的な草刈りとはいえ、やっぱり町

内の美化ですとか住環境の整備というものにつ

ながっていますので、こちらに関しましては活

力あるまちづくりというものには合致するのか

なとは思うのですけれども、頂いた資料を見ま

すと、このアースデイに関しましては料金を

取っていると。前売り４,５００円、当日５,０

００円。９番に関しましては料金は取っていな

いのですけれども、１１番に関しましては、チ

ケット３,９００円、ペアで７,４００円と。ど

ちかというと、９、８、アースデイとスロー

フードに関しましては営利目的なのかなと。そ

れに対しての助成金という形になるのかなと思

うので、こちらに関してはちょっとおかしいの

ではないかな。利用料を取ってやるのであれ

ば、その料金の中で独立して採算、独立採算で

やればいいと思いますし、その中で町内の方

が、アースデイで言いますと、フリーマーケッ

トの出店ブースが１,０００円とかありますけ

れども、町内の方がフリーマーケットに出店す

るブース料として補助するとかであれば、町内

の活力につながるとは思うのですけれども、ど

ちらかというと閉鎖された中ですね。アース、

クリーンに関しましては大沼セミナーですし、

スローフードに関しましてはセミナーハウスの

中で、実績の中で参加者８６名、チケット購入
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５０名、無料招待３６名というのは書いてます

けれども、スローフードに関して１４万７,０

００円の交付決定をしているという中で、その

無料招待とチケット購入者の区別も分かりませ

んし、無料招待者の中で七飯町民の方の無料招

待に対して補助決定したとかという内容なの

か。やはり料金を取って開催するということに

対して、交付決定して補助金を出していくとい

うのが、ちょっと基準がおかしいのではないか

なと思うのですけれども、その辺、決算書等々

を見ながら決定していると思うのですけれど

も、内容についてはどうお考えでしょうか。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 料金を取っている件につ

いてですが、料金を取っているのは一般のお客

様を対象にしておりまして、例えばこの無料招

待をしているのは、地域の岳陽学校の生徒さん

であるとかが無料招待の対象になってございま

す。アースデイのほうについても、町の団体は

優遇されているかと思うのですけれども、料金

を取って、当然営利の事業であれば、料金内で

賄えるような価格設定でイベントを実施すると

思うのですけれども、特に町民の方は優遇して

いただくような内容の料金設定にしてもらっ

て、その中で料金自体も、一応料金は取ってい

ますけれども、賄えるほどの高額な営利事業で

はない部分、料金で全然賄えない部分について

補助の対象にするということで、実際補助決定

をしているものでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 佐々木委員。 

○佐々木委員 料金対象、料金非対象というも

のもちょっと曖昧になるのかなと思いますし、

ほかに経済効果、経済波及効果を考えると、限

られた場所でやっているところに補助を出すと

いうよりも、本会議の中でもありましたけれど

も、入り込み２万３,０００人、経済効果３,０

００万円、４,０００万円という事業もある中

で、こういうものに限られた中で、しかも裏で

はちょっと非営利とはいえ、料金を取って徴収

して営利目的でやっている部分もありますの

で、もっと中身を精査して、出すべきところは

出す、出さないところは出さないという判断が

必要かと思うのですけれども、どうお考えで

しょうか。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 御指摘はおっしゃるとお

りでございます。私自身もそのように、これま

でできた当時のままの規定で運営をしてきてご

ざいますけれども、例えば事業の評価の仕方で

あるとか、申請団体の在り方であるとか、事業

の決定に対する過程であるとか、もともとの条

例に非常に大ざっぱなというか、ざっくり書か

れているものですから、それを適用してしまう

と結構適用範囲が広くなってしまうものですか

ら、それを時代に合わせて、もう少し事務局の

ほうで審査員の方、審査していただく前の段階

で、少しはじけるようにというか、選別できる

ように、制度の在り方については検討していく

必要があるものと考えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川友規委員。 

○中川委員 まず１点目が、お試し移住体験補

助金１７２万円が今回上がっているのですけれ

ども。（「ナンバー何ですか」と呼ぶ者あり） 

 すみません、ナンバー３の中のお試し移住体

験補助金１７２万円のところなのですけれど

も、昨年、令和５年度の予算では２４３万２,

０００円ということで、今回減額してきている

のですけれども、昨日この間の、今回の定例会

の中で、２４３万２,０００円の予算だったの

を、１９５万８,０００円減額補正してきたと

思うのですよ。１９５万８,０００円を減額補

正してきているので、何で、簡単に言えば１７

２万円をつけてきているのかなと。実際に使わ

れたのが、多分７１万２,０００円なのかなと

思うので、それであれば１００万円くらい予算

つけておけばいいのかなというふうにちょっと

感じたものなので、その１点と、あと、活力あ

るまちづくり推進助成金、先ほどから皆さん

おっしゃっているところなのですけれども、ま

ず、資料を出されていますので、地域のイベン

トのところ、イベントではないですね、地域の



 － 39 － 

清掃だとか、そういう環境の関係の補助金で出

しているというところはいいのですけれども、

ただ、これもちょっと私が思うには、そもそも

各いろいろな町内会さんで、そういう美化、掃

除だとか草刈りとかいろいろな地域活動をやる

というのが毎年こうやって上げてきてもらっ

て、それぞれやってきてもらっていますので、

そうであれば、そもそもがそういう町内会に対

して、１０万円なら１０万円とか５万円なら５

万円とか、そもそも町内会に対策費みたいなの

をつけておけばいいのではないかなという、そ

ういう一つの考えと、あと、イベント関係の補

助金なのですけれども、あまり言うと決算に

なってしまうので、細いことはまた決算でお伺

いしますけれども、この補助金の今のやり方を

見たら、ちょっと誰でも彼でも簡単に取れるよ

うなふうに見えるのですね。 

 例えば、第１回近未来フェスｉｎ七飯町さん

の事業でいくと、この報告書の最後のほうを見

ると、例えば延べ２０日間しか七飯町で活動し

てこなかったということも書きながら、そし

て、結果として、開演時は６０名、終わったと

きには３０名しかいなかったという、反省点で

書いてますけれども、そもそもそういう見込み

が結局、この事業の結果を見て、予算つけた側

としてもやっぱりいいのですかという、ちょっ

と決算みたくなりますけれども、こういうのを

踏まえた中で、新年度予算はつけてくると思う

のですよ。この細いことは別で、決算委員会で

もう一回お伺いしますけれども、やっぱりこう

いう補助金を出すということは、そもそも七飯

町内に住まれていて、もっとこういう事業を

やってみたいとかという方もおられるはずなの

ですよ。だから、そういう方々を優先しない

で、こういう方々が駄目、悪いとかそういうこ

とではないですけれども、やっぱりもう少し精

査しながらやらないといけないのではないかな

というので、今の点と、今回２００万円から４

００万円に、２００万円増となっていますの

で、この上げる根拠。上げる根拠というのは、

昨年１７７万７,３１４円使われたということ

なのですけれども、昨年の時点で、プラスどん

な団体が幾ら使いたいという問合せというか、

そういうのがあって、さらに２００万円を上げ

る根拠ですからね。上げるということは、もう

今回は予算ないので、来年また手を挙げてくだ

さいと町のほうで言っていると思うのですよ、

そういう事業者さんに対して。私の感覚だと、

今までもこの補助金に対しては早い者勝ちでは

ないですけれども、実際そういういろいろな計

画を練って、町にお願いして、こういう計画で

どうですかというのを打診して、通った人が補

助金をもらえるというもので、手を挙げるのを

遅れた人は、では来年早く申請してくださいと

かというものの性質だったと思うのですよ。た

だ、今回こういうふうに上がってきているとい

うことは、例えば、今回４００万円にしまし

た、４００万円も使われました、では来年５０

０万円にするのかという、そういうことも出て

きますので、やっぱり上げる根拠というのは大

事だと思うので、お知らせしていただきたいな

と。 

 あと、ナンバー５の国内交流と国際交流のと

ころなのですけれども、三木町関係者、国際交

流員の両親来町とか、お土産とか賄いとか、そ

ういうものを町長交際費から、この交流事業の

ほうに配置替えというのをしてるのですけれど

も、確かにこの事業で使うのかもしれませんけ

れども、御飯食べるとかお土産持たせるとか、

そういうのを各課のものに出してくるのが、

ちょっと違うのではないかなと。やっぱりこう

いうものは交際費。例えば三木町さんだとか、

例えば国際交流の方々とか、いろいろな事情が

あって、この予算何人を見てるのか分かりませ

んけれども、例えば５名の方の予算を見てたと

して、さらに３人来たとかとなったときに、今

度予算足りないとなりますよね。そもそもそう

いう人との賄いとかそういうものというのは交

際費で普通やるべきところだと思うのですけれ

ども、それはちょっとどう考えているのかな

と。 

 そして、大体合計すると２０万円弱ですけれ

ども、町長交際費は前年と同様で３００万円な

のですよ。３００万円だったかな。３００万円
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なのですよ。今回の予算を見て、本当に政策の

ほうで町長交際費からこっちに移したというの

であれば、２８０万円になってなければおかし

いですよね。町長交際費は変わってないけれど

も、変わらず３００万円のままついてますけれ

ども、町長交際費から今度は政策のほうでこれ

面倒見てくださいと、政策で予算つけてくださ

いとなっているので、やっぱりここはきちんと

整理しないと駄目だと思うので、その辺につい

てもお願いします。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 まず、お試し移住につい

てなのですけれども、実際先ほど申し上げまし

たけれども、令和５年度は実績として７組の方

に御利用いただいております。令和８年度につ

いては、現状予算としては８組分見ています。

８組３名の方が、３人世帯の方が８組で、ただ

使われる宿泊施設によって料金大小あるもので

すから、今年もそれで減額査定、減額補正させ

ていただいたのですけれども、一応予算の段階

では一番上限の１人１万５,０００円の上限

で、泊数については４泊で見ております。金額

的にはこの金額になっているのですけれども、

実際７組に今年来ていただいてますので、今年

はさらにプロモーションも強力に推し進めてい

くので、組数についてももう少し上がってくる

かなということも期待をしております。 

 ですので、ただ宿泊施設によって上限がある

ので、組数が増えてもこの部分でのみ込めるよ

うにということで、この予算を組ませていただ

いております。これはプロモーションをやった

上での期待値も込めて、足りなくなってしまっ

てはせっかく来てくれるお客さんをお断りする

ことになるので、昨年よりはちょっと減ってま

すけれども、このぐらいはぜひ来ていただきた

いという期待値も込めての予算でございますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 環境整備の補助金についてのお話でございま

した。確かにおっしゃるとおり、環境整備の補

助金については、大体毎年やっていただいてい

る町内会さん等ほぼ固定でございます。やって

いただける内容についても、一部ちょっと結構

いろいろな新しい取組をしていただいて増減す

る場合もございますけれども、近い金額のこと

もございます。まとめて先にお渡ししておけば

いいのではないか、そのほうが手間がかからな

いのではないかということも、確かに御指摘も

ごもっともなのですけれども、現在のルール上

はこのように一応申請をしていただいて、ただ

これらについては、審査員の方に審査いただか

ないで、内容については必要最低限の消耗品で

あるとか、刈払い機の油代であるとかそういう

ものなので、領収書だけ見て事務局のほうで審

査をして、なるべく手間のかからないように速

やかにお金もお支払いするようにしてございま

すので、このやり方で、実際お渡ししたお金で

足りるとも限らないものですから、やはり使っ

た分しっかりお支払いしたいということで、今

のやり方を続けさせていただきたいので、御理

解をいただきたいと思います。 

 イベント補助の件についてでございます。先

ほど来、多くの委員の皆様から御指摘をいただ

いておりますとおり、現在の補助の規定でいき

ますと、この申請をお受けをしてお支払いをす

るという形に、事務局としてもならざるを得な

いものですから、先ほど来申し上げていますと

おり、審査の在り方であるとか、補助の申請要

件でありますとか、それについては、今までこ

の補助制度、できて以来ずっと変わっていない

ものですから、それについて検討をさせていた

だきたいというふうに考えてございます。 

 ２００万円を上げる根拠ということなのでご

ざいますけれども、先ほど申し上げましたとお

り、環境整備の補助金については、大体毎年同

じぐらいの数の団体が近い金額で申請をしてい

ただいております。補助のルール上、イベント

補助を１年受けたところは、２年目以降、その

内容が発展的に拡大したものであれば、継続事

業ということで補助を申請することができま

す。それが上限は５０万円でございます。先ほ

ど来お話があった三つのイベントが、今年、令

和５年ございましたので、これらが実際申請を

確実にしてくるかどうかというのはちょっと分

からないですけれども、もし申請をしてきて、
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５０万円の上限のものであれば、それだけで既

に１５０万円、プラス環境整備のものについて

現状のものを入れますと、大体それだけで既に

２００万円いってしまって、新規のイベントを

お受けする余裕がなくなってしまうということ

で、実際昨年イベントの補助で、どういった団

体かというのはまだ決定もしていないので、今

この段階でお話すると、それらの団体に補助決

定の期待を抱かせてしまうことになるので、お

話し申し上げませんけれども、本町地区で行う

イベントで、大体１００万円程度の補助の規模

のイベントが１件お話があったのは確かでござ

います。ほかにも５０万円程度のイベントの御

相談があったのも確かでございますので、それ

ら含めまして、４００万円の補助予算、２００

万円上げて４００万円に上げる計算をさせてい

ただいてございます。 

 確かに議員のおっしゃるとおりで、こういう

ふうに細かく交流員の両親の賄い費とかという

ふうに事業にのってしまうと、なかなか交流員

のお父さんお母さん来ていただいて、それを町

で支払っているというのが分かってしまうの

で、当然、町の仲間としてアメリカから来てい

ただいている交流員ですから、両親が来たとき

は町を挙げて歓待してあげるのが当然だと思う

のですけれども、それがこういうふうにつまび

らかになるというのは、あまりよろしくないの

かもしれないというふうに私も思っております

けれども、ここ何年かコロナで交流員の両親の

方は来てなかったものですから、この予算を計

上してなかったのは確かなのです。実際、以前

はこの事業予算で計上していたということを

ちょっと聞いたものですから、こちらのほうに

計上させていただきました。 

 三木町については、これまでずっと交際費の

ほうで見ていただいていたのですけれども、今

回交流員の分を上げるに当たって、それについ

ては事業予算のほうで見るようにというふうに

話になったものですから、うちのほうでは上げ

ているというところでございます。その分交際

費が、申し訳ないですけれども、減ったかどう

かというのは当課で交際費の予算は作成してい

ないものですから、実際今お話いただくまで

ちょっと分からなかったといったところでござ

います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 すみません。中川委員のほかに

質疑ある方おりますか。ありますか。 

 では、暫時休憩します。 

 ３時１５分再開します。 

午後 ２時５９分 休憩 

────────────── 

午後 ３時２０分 再開 

○川上委員長 委員会再開の前に傍聴している

方にお伝えいたしますけれども、傍聴している

方は七飯町議会傍聴規則によりまして、議場に

は入ることはできませんので申し上げます。 

 また、休憩中であっても発言しないようにお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 中川友規委員の質問から始まります。 

 中川友規委員。 

○中川委員 活力あるまちづくり助成金の関係

ですね。 

 先ほどの答弁では、昨年やったイベントの３

団体ですね。これについては３年間の継続性が

あると、継続してできるということだと思うの

ですけれども、その見込みがあって、それぞれ

もし５０万円ずつ来たら１５０万円。環境整備

の件で５０万円くらいいってしまうと。そうし

たら２００万円でなくなってしまう。そのとお

り行くと、予算的にはなくなるとは思います。

そのほかに、他団体のほうで１００万円程度の

イベントを考えているところもあったり、５０

万円程度のイベントを考えているところも打診

は来たようだということだと思うのですけれど

も、ただまず、今３団体、先ほどから同僚議員

もお話しして、私もそれは決算委員会でという

お話ししたのですけれども、細いことはね。た

だ、その予算の執行の仕方、課長のほうからも

基準等々再度整備していくというところだった

のですけれども、そういう状況の中で、去年
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やった団体さんにも予算をつけることがありき

で、さらにまたほかの事業者さんの予算をつけ

るために２００万円上げて４００万円でやると

いうことだと思うのですけれども、それ自体

ちょっと大丈夫なのかなと。先ほどから皆さん

からも指摘ある中で、この予算の執行の仕方が

大丈夫なのかと。課長さんのほうからも執行の

仕方、基準等々整備していくと。本来であれ

ば、やっぱり整備していくではなくて、予算執

行の在り方をしっかりと整備した上で、こうい

うふうにしてやっていく、もしくはこれだけ需

要があって町民からも問合せが来ているという

ものも、本来であれば、昨年からの話であれ

ば、昨年から議会に対して情報提供があるべき

案件だと思うのですよ。全員協議会にも一回も

こういう話来てなかったと思うのですけれど

も。なおかつこういう予算の執行の仕方、手を

挙げれば誰でももらえるようなのでいいのかと

かという意見が出てしまうような、そういう状

況の中で、予算を単純にまた２００万円上げ

る、そして４００万円にする、それは非常にま

ずいのではないかなと。やっぱり本来きちんと

整備をして、こういう基準をつくって、七飯町

のこれに関する条例だとか基準はこういうもの

で行きますよと。なので、これからきちんとそ

ういうことがないようにやります。まずこの整

備をした上で、あとは予算の金額を上げる上げ

ないは、その需要を考えながら、こうこうこう

なのでというようなもので、議会に上がってく

るのであれば、多分皆さん納得するだろうし、

いいと思うのですけれども、今回この予算で上

げてくるというのは非常にちょっとクエスチョ

ンな部分があるのですけれども、いかがでしょ

うか。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 御指摘のとおり、まず予

算の増額について、全員協議会等に御報告して

いない、常任委員会等でも御報告していなかっ

たのは、ちょっと情報提供が遅かったというこ

とで、こちらの不手際であったと考えます。 

 執行の仕方について、おっしゃるとおり、ま

ず制度を整備して、それから増額するというの

が、確かに筋としては正しい方向だとは思いま

す。しかし、予算として今回増額させていただ

いて、並行して速やかに制度の在り方について

検討させていただいて、それから執行に入らせ

ていただきたいということで、今回の予算の提

案については考えてございますので、何とぞ御

理解のほどお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 課長の気持ちも分かるのですけれ

ども、やっぱり予算委員会の仕組みといったら

あれですけれども、私の立場からしても、こう

いうちょっと不具合というか、出てしまった以

上、分かりましたと簡単に言えるようなもので

ない事案だと思います、今回の件は。 

 あと、賄費についても、町長交際費から替え

てきているというところなのに、町長交際費は

３００万円で変わっていないのですよ。そっち

のほうが２０万円減額しているのであれば、全

然こちらも問題ないのですよ、こっちについて

いても。なので、こちらについても、ちょっと

私はなかなかこの予算委員会という性質上、ま

あ、いいでしょうとかそういうのはできないも

のですから、もう少しちょっと精査していただ

きたいなというふうに思いますけれども、委員

長どうでしょう。 

○川上委員長 今の中川議員の発言ですけれど

も、政策推進課で予算計上しているところの事

業名の交流推進費の中の需用費の三木町との交

流費、賄費１９万１,０００円でございますけ

れども、これは町長の交際費のほうから予算の

組替えでこちらのほうに持ってきたということ

になっているわけでございますけれども、総務

費の町長交際費の３００万円につきましては、

前年度と同額の額となっております。町長交際

費のほうから１９万１,０００円こちらのほう

に持ってきたというのであれば、町長交際費の

今年の予算については、２０万円減の２８０万

円で計上するのが本当でないかということなの

で、この辺も総務課のほうで後で精査して、明

日報告してもらいたいと思いますので、よろし

いでしょうか。 
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 それで、政策推進課の質疑はよろしいです

か。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 ちょっと重複してしまう部分もあ

るのですけれども、今回のまちづくり助成金の

部分で、さっき３年間継続というふうなところ

もあったと思うのですけれども、ただやっぱり

その内容というか、やっぱり成果というか、そ

ういうところもきちんと加味しなければいけな

いなと思うところはありますので、その辺の精

査をお願いしたいなっていうふうに思います。

その辺の考え方をお願いします。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 継続活動支援助成金に該当するためには、現

状のルールにおきましても、イベント事業を発

展的に拡大して行う事業を支援するという内容

になってございます。ですので、同じイベント

を２年度以降も同じような感じでやるというも

のが、そのまま素直に認められるものではなく

て、規模も拡大したり、内容についても発展的

に変わっているというものが、審査の基準に

なってございますので、ただただ同じイベント

事業を３年間継続事業で支援するということに

はなりませんので、その考え方は今のルールの

中でも変わってございません。 

 以上でございます。 

○川上委員長 よろしいですか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 七飯町活力のあるまちづくり推進

基金条例の中の第５条に、運用益金の処理とい

うことで、イベントの中で収益というか、お客

さんからお金を頂いている中で、何かしらの収

益そこから上がった部分の戻入れというか、そ

の収益というか、そういうものは今まで計上さ

れていたのかどうなのか、ちょっとその辺だけ

確認させてください。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 基金条例でございます

か。基金条例は、基金の運用益のことで、原資

としてまちづくり活動支援事業助成金は、基金

を原資に補助していますけれども、イベントを

やった団体の収益というのは、その基金の運用

益とはまた別のものですので、基金に運用益を

返すというような取扱いは、今までしたことは

ございません。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、一つ私のほうから、

政策推進課長のほうにお願いしたいのですけれ

ども、さっきの令和５年度七飯町活力あるまち

づくり推進事業助成金の中の８番、９番、１０

番については、それぞれ料金収入を見込んでお

りまして、利益が生じているかもしれないとい

う事業の３件に対しまして、条例との兼ね合い

について、もう一度調査をして、当委員会に明

日でも報告していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、政策推進課につきまして、ほかにござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、政策推進課への質疑

は終了いたします。（発言する者あり） 

 それでは、積み残しとして、後日政策推進課

長より報告をお願いいたします。 

 では、続きまして税務課の審査を行います。 

 税務課長、御苦労さまでございます。 

 早速でございますけれども、予算書及び提出

資料に基づきまして、説明をお願いいたしま

す。 

 税務課長。 

○佐藤税務課長 それでは、税務課所管分の令

和６年度予算説明をさせていただきます。 

 まず、初めに歳入について、予算書にて説明

いたしますので、予算書の１４ページ、１５

ページをお開きください。 

 町税全体では、昨年当初と比較いたしまして

５,００５万３,０００円の減額の２９億５８８

万９,０００円となっております。内訳の金額

は、現年度分、滞納繰越分を合わせて説明させ

ていただきます。 

 １款１項１目町民税の個人は、昨年比１,３
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４６万６,０００円増額の１０億５,３６２万

８,０００円。２目町民税の法人は、昨年比２

９３万円減額の１億５,７８１万３,０００円を

計上しております。個人、法人合わせますと、

町民税の合計は１２億１,１４４万１,０００円

となります。 

 次に、２項１目の固定資産税は、土地、家

屋、償却資産と交付金を合わせまして、昨年比

９,１８８万４,０００円減額の１３億６,３２

３万２,０００円を計上しております。こちら

は、令和５年度最終調定見込みを基準に、３年

に一度の評価替えによる約６.５％の減収を見

込み算出しております。 

 次に、３項軽自動車税は、１目種別割、２目

環境性能割を合わせまして、昨年比６６１万

３,０００円増額の９,７９７万４,０００円。 

 次に、４項たばこ税は、昨年比２,２９３万

２,０００円増額の２億１,９４９万２,０００

円。 

 次に、５項入湯税は、昨年比１７５万円増額

の１,３７５万円を計上しております。 

 簡単ですが、歳入の説明は以上でございま

す。 

 次に、歳出について、共通様式にて説明させ

ていただきます。 

 共通様式ナンバー１、事業予算名は税務総務

費です。昨年比１９４万５,０００円減額の９

３５万７,０００円を計上しております。主な

減額理由といたしましては、次のナンバー２で

詳細について説明いたしますが、会計年度任用

職員の業務内容を勘案し、報酬等の一部を新規

事業費での予算計上としたため、減額となって

おります。そのほかは記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー２は新規事業の定額減税調整

給付事業費として、予算額は１,３９３万８,０

００円を計上しております。こちらの事業は国

のデフレ完全脱却のための総合経済対策の一環

として、令和６年度税制改正により、令和６年

分所得税及び令和６年度分個人町民税の減税を

行う定額減税に伴う事業となりまして、内容と

しては、その定額減税額が令和６年分推計所得

税額となる令和５年分確定所得税額及び令和６

年度分個人町民税所得割額を上回る場合、すな

わち定額減税し切れなかった場合については給

付金として納税義務者に給付する調整給付を行

う事業となります。実際に定額減税及び調整給

付を実施する時期につきましては、令和６年度

分個人町民税の賦課決定後になりますが、事業

に係る準備を含め事務経費として当初予算にて

計上しており、特定財源は全額国庫補助金と

なっております。 

 予算内容のうち、会計年度任用職員に係る予

算につきましては、新規事業に係る事務内容が

定額減税及び調整給付額算定のための個人町民

税賦課事務と大きく重複する部分があることか

ら、例年の税務総務費での予算を一部減額し、

当新規事業として計上しております。 

 なお、定額減税に伴い令和６年度個人住民税

が減収となり、全額国から補塡される分と調整

給付金に係る歳出及び歳入の増額補正予算案

は、本定例会後に開会される予定の臨時会また

は定例会にて提出させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、ナンバー３、賦課事務費です。昨年比

１８６万９,０００円増額の１,１１２万円を計

上しております。大幅な増減となっている項目

として……。 

○川上委員長 傍聴席、声出さないでくださ

い。 

 続けてください。 

○佐藤税務課長 役務費は他市町村への納税義

務者等の住所等照会件数増に伴う返信用切手代

の増、及び委託料につきましては、固定資産土

地評価業務の委託契約更新による増額、及び家

屋評価システムの契約期間満了によるシステム

更改に伴い、現在は保守の委託と賃借料を別々

に契約しておりますが、システム更改後はシス

テムソフト運用支援委託業務として、委託料へ

一本化した契約とするため増額となり、使用料

及び賃借料が減額となっております。 

 負担金、補助及び交付金は、共同収納手数料

負担金が大幅に増となっておりまして、こちら

の負担金は地方税の手続をインターネットを利
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用して電子的に行うｅＬＴＡＸによって納税し

た件数分に係る地方税共同機構への負担金で、

令和５年度よりＱＲコードを読み取り、共通納

税システムを通じて納税可能となった税目が拡

大したことから、件数増により増額しておりま

す。 

 次に、ナンバー４、徴収事務費です。昨年比

１６万１,０００円増額の６７２万８,０００円

を計上しております。委託料は大幅に増となっ

ており、金融機関との口座引落しデータを伝送

するシステム保守料の単価増額によるもので

す。そのほかは、おおむね例年どおりで、記載

のとおりでございます。 

 以上、税務課所管分の令和６年度予算説明と

させていただきます。御審議のほどどうぞよろ

しくお願いいたします。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これより、税務課への質疑を行い

ます。 

 平松委員。 

○平松委員 すみません、ナンバー３のところ

がちょっと分からないのですけれども。家屋評

価システムというソフトがあって、それを導入

する業務を委託するということで１２４万５,

０００円と。これが、今までのシステムが変わ

るから、新しいのを入れるための経費。これは

国からは来ないお金なのかということと、この

家屋評価のシステムというのは、全国どこでも

共通なのですか。それとも、七飯町は七飯町の

分としての数字が出てくるのですか。こういう

評価委員というのが七飯町でいますよね。そう

いう人たちが要らなくなるという話なのかとい

う確認と、すみません、ｅＬＴＡＸは、我々が

携帯電話でダウンロードしたりとか、パソコン

でやることもできるシステムなのですけれど

も、七飯町はこれ使用料をどこに払うのです

か。例えば、我々が自分で確定申告やったりす

るｅＬＴＡＸというのは無料ですよね。ここで

お金が取られる理屈がちょっと分からないの

で、すみません、この説明をお願いしたいと思

います。 

○川上委員長 税務課長。 

○佐藤税務課長 それでは、順番にお答えして

まいります。 

 まず、家屋評価システムなのですけれども、

これはまず令和５年度まで契約していた会社

が、システムをつくってリースしてくれていた

会社さんが、令和６年度からその事業から撤退

するということになりまして、それで新たに新

しい家屋評価システムを導入することになりま

して、今回予算計上させてもらっているのです

けれども、これにつきましては国から補助は全

くありません。町で負担となります。 

 あと、システムは全国共通ではなくて、その

地方自治体それぞれで家屋評価システムをつ

くっているベンダーさんと契約して導入して利

用している形になりまして、内容としては家屋

評価してきた内容をシステムに入力をしたもの

が、課税賦課のための基準の計算をかけてくれ

るシステムなのですけれども、それは家屋評価

でその内容を入れるシステムであって、評価委

員さんはまたそれとは別で、その評価、賦課に

対して何か不服申立てあったときに、委員さん

が委員会開かなければならないので、委員さん

が要らなくなるということではありません。 

 あと、ｅＬＴＡＸなのですけれども、ｅＬＴ

ＡＸが地方税ポータルシステムの呼称になりま

す、呼び名になりまして、地方税における手続

きをインターネットを利用して電子的に行うシ

ステムになるのですけれども、このｅＬＴＡＸ

を運用しているのが、全国の自治体がつくって

いる地方税共同機構というのが、全国の地方公

共団体が共同して運営する組織が地方税共同機

構というところになるのですけれども、そこで

ｅＬＴＡＸですとか、軽自動車税の電子申請と

かするシステムがあるのですけれども、そうい

うものを開発して、全国にそのシステムを使わ

せているという機構になるのですけれども、ｅ

ＬＴＡＸの負担金は、そちらの地方税共同機構

に支払っております。 

 以上です。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 ありがとうございます。 

 家屋の評価というのは、極端なこと言えば、
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毎年毎年見直しがありますよね、多分。ないの

ですか、家屋ですよ。築何年とたったら、どん

どん評価が落ちてくると思うのですけれども、

ないのですか。一回入れたらそれがずっと行く

という、でもない。まあ、分かりました。 

 ｅＬＴＡＸは、そういう組織があって、そこ

にその使用料として払うということなのです

ね。これは、使う回数とか何とかではなくて、

その仕組みを七飯町が持っていると、このお金

を払うということでいいのですか。 

○川上委員長 税務課長。 

○佐藤税務課長 では、お答えします。 

 まず、家屋評価システムだったのですけれど

も、家屋評価システムをまず利用するときが、

例えば新築でおうちを建てたときに、職員が家

屋評価に行くのですけれども、そのおうちを見

て評価して、その内容を入力するシステムなの

ですよね。そのシステムから、例えば、評点数

だとか、賦課のための、ここの壁が幾らとか、

そういうのを評価してくれるシステムでして、

そこから固定資産税を決めるために、データを

流してくれるシステムになるので、その家屋評

価自体は、そのおうちに対しては毎年はやらな

いのですけれども、経年していくので、減点し

ていくので、評価は下がっていくのですけれど

も、そのシステム自体は、何か変わったときで

すとか、新築家屋のときに利用するものになり

ます。 

 あと、ｅＬＴＡＸは、これは全国でも国のほ

うの施策で、電子的な共通納税をやってくださ

いという通知が出てまして、税目は各自治体に

よって、納税できる税目は国でもここまででき

ますよというのがあるのですけれども、その自

治体によってはこの税目とこの税目しか共通納

税でｅＬＴＡＸを使わないということも選べ

る、今は状態なのですけれども、七飯町では令

和５年度から、個人町民税の普通徴収と軽自動

車税と固定資産税を共通納税システムで払える

ように、当初納付書にＱＲコードをつけまし

て、それで払ってもらうことができるようにし

てるのですけれども、そのＱＲコードで払った

ことで発生する、銀行さんから経由して入金す

るまでの手数料ですとか負担金を七飯町分の件

数として、地方税共同機構に支払うということ

になります。なので、全国の各自治体が共通納

税システムで払った件数割で、実績でそこの機

構に支払うということになります。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかに、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、税務課に対する審査を終了いたしま

す。 

 税務課長、御苦労さまでございました。 

 委員会はこれにて終了したいと思いますが、

皆様、御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 異議なしということで、本日の

決算審査特別委員会は、これをもって終了いた

します。 

 御苦労さまでございました。 

午後 ３時４８分 延会 
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